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北大文学部紀要 42…1 (1993) 

〈史料所克〉 白身lldar01 PapaJ R憎かters
における教室宮療

1198年から 1471年ま

(追構)

出功

〈はむめi二〉

本欄は上記の還り、追補。である。鰐故か。この紀饗の前号までに，

己表題の論稿。1)(上〉ぺ中)・(下〉を分害u揚載した。いいかえるとそれ

は，謡号掲毅分でひとま した。しかしその来患で指適の灘り，残され

た課題は少なくとも 4項践にわたっているo本揺は，それら 4項目の史料罰

り造語して補足するものである。能って本穣は，前橋の意閣をそ

のまま継承している。要点、だけを皮後ずるならば，前橋・ヌド稽は到な課題に

るための準備作業である。録者は次の課題として『教皇令状簿J にお

砂る、教案礼拝所司祭'の関係史料の判読・集約を意留しており，前議・本

稿の意閣はそむために相応の予鑓短議を野成ずることにある。

主要警な典拠は，以下の 2点である。

C辺lendar01 Entries iη the P.ゆα1Registers， relating to Great Britain 

and Ireland， Palうal，Lette符， 12 vols. 

以下これをす教室令状簿』と略ぷ。

(Ql R. N az (dir. par)， Dictionnaire de droit c，αnonique， 7 tomes (Paris， 

1935…65) 
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北大文学部紀要

以下これを『教会法事典』と呼ぶ。

[ 1 ] 

本節ならびに次節では，いわゆる、教皇家政の官職グなるものから 2種

類の官職呼称を検証する。この 2種類の呼称は，いずれも、品級汐の呼称に

由来する点で共通している。なお、教皇家政の官職'とは『教皇令状簿』の

脚注における表現つまり編者の表現であり，本節の引用[6 ]の②がその脚

注である。

念のために聖職者の品級なるものについて，その一覧表を掲げておこう。

ORDINES MA]ORES (SACRI) MA]OR ORDERS 上級品級

Presbyter Priest 司祭

Diaconus Deacon 司祭

Subdiaconus Subdeacon 副助祭

ORDINES MINORES MINOR ORDERS 下級品級

Acolythus Acolyte 侍祭

Exorcista Exorcist 放魔師

Ostiarius Doorkeeper (Porter) 守門

これは現行教会法の規定1)によるもので，かつて司教は独立の品級と見な

されたこともある。しかしその一方では，すでに中世においても現行教会法

と同様の解釈があり，司教職は司祭職の完成・拡張と解釈されていた。この

解釈によれば司教は司教職に固有の権限のほかに，司祭職に固有のすべての

権限をもち，その意味では司教もまた司祭であり，広義の司祭の品級に含ま

れる。ローマ教皇はローマ司教管区についていえばその司教であり，その意

味においては教皇もまた司祭である。

1) Can. 949.-In canonibus qui sequuntur， nomine ordinum maiorum vel sacrorum 

intelliguntur presbyteratus， diaconatus， subdiaconatus; minorum vero acolythatus， 

exorcistatus， 1巴ctoratus，ostiariatus. 
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Calendar 01 Papal Registersにおける教皇官僚

lQl Papal Acolyte-一、教皇侍祭'

字義通りにいえば、教皇侍祭グである。ここではこの訳語を充てておこう。

しかしこれは上記の通り官職の呼称であって，その官職の占有者が品級にお

いて侍祭だけに限定されることを意味しない。教皇直属の聖職者のうちに

は，なるほど現に侍祭の品級にあるものも含まれよう。しかし仮に教皇直属

の侍祭であっても，この官職に任用されなくては、教皇侍祭グの称号を帯び

ることがない。要するに、教皇侍祭汐とは教皇直属の侍祭群の総称ではなく，

一種の官職の呼称である2)。

2 )“・…ーonthe death or resignation of Peter Rubrus， son of the late Roffridus， 

papal door-keeper (ostiarius)--…(1235)"一一Letters，1， 147 ピータは、教皇守門'であ

るという。これもまた官職の呼称であろうか。彼の品級は不明である。

【第 1表]“ACOLYTE"

一， Alexander: 1218( 1 -57) 

Croyser， William，くarchdTeviotale， Scotland>: 1422(VII -10___， VIII) 

/memb/notary/nunc 

Georginis， Ugolinus Saluoni: 1442(IX-26)/m巴mb/writ

Forstar， Gilbert， <archd Brechin， Scotland>: 1445/6(IX -485…， X， XI) 

/ chapl/ memb(court) 

Venice， J ohn Barotius: 1448(X -186)/ subdeacon(afterwards) 

Gele， John，くcanonMagdeburg and Lubecke>・1455(XI-24)/ abbr 

Ferrarii， Antonius，くCanonSeville， Spain>: 1458/9(XI-387) 

/ abbr / chapl/ memb/ nunc/ receiver-general 

Lumisdan， Alexander: 1466(XII-387) 

Lewinton， J ames，くprecentorDunkeld， Scotland>: 1468(XII -388…) 

Stewart， Walter， <archd St Andrews， Scotland>: 1468(XII-388…) 

食集計女

abbreviator 2 chaplain 

member / court l member /household 

notary l nunclO 

subdeacon (afterwards) l writer 

ワ
b
q
t
υ

つb
T

よ
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北大文学部紀要

『教皇令状簿』全12巻からわずか 10名しか検出されず，しかも第1巻から

は1名だけに留まった。また第2巻から第6巻までにはその痕跡が見当ら

ず，他の 9名は第7巻以降に偏在している。要するに、教皇侍祭グに関して

は，情報の絶対量が少ない上にその分布に極端な偏在が見られる。

[1]①“Mandate to the cardinal archbishop of Canterbury [Stephen 

Langton] to make provision for Alexander，ρajうα1acolyte， in a suitable 

benefice， as soon as possible (6 Id. July， 1218)"一一Letfers，1， 57.② 

“Mandate to the archbishop of Canterbury.….. Master Alexander 

resigned the church of Eximinstre [Exminster， co. Devon]……(4 Id. 

July， 1218)"一一Letfers，1， 56. 

いずれもカンタベリ大司教スティーヴンあての令状である。発給の日付は①

が7月10日であり，②はその 2日後つまり 12日になっている。宛名が一致

しており，しかも日付が近いので双方のアレグザンダは同一人であろう。こ

の令状は、教皇侍祭グアレグザンダに、相応の聖職禄グを配当せよというも

のであり教皇直属官僚のために給養財源の調達を大司教に指示している。

なおスティーヴンは，①に記載の通り大司教就任以前から枢機卿であった。

アレグザングは，品級において侍祭であったか。②によれば，彼はエクス

ミンスタの聖堂区司祭職を辞任している。①の、相応の聖職禄グとは，この

司祭職の代替の聖職禄であろう。司祭職の経験者であることは，なるほど司

祭の品級と直結しない。助祭や副助祭が聖堂区司祭職を占有することもあ

る。しかし逆に彼が侍祭であるという証拠もなく，また②で、マギステルか

の称号を帯びていることからすれば，むしろすでに下級品級から上級品級へ

昇格している可能性もあろう。ともあれ、教皇侍祭'関係では，これが『教

皇令状簿』第1巻における唯一の情報である。

[ 2 ]①“……for William Croyser， archdeacon of Teviotdale [Scotland] 

…...ρapal acolyte and nuncio， and member 01 the ρ。ρe'hoωehold...... 
(1422)"一一Letfers，VII， 10. ② 

g副in凶1吋is.一….一..….一.wn比te町rand member 01 the ρOゆρe~包's household.….口..….口.als叩oan αcoly似yμtたE 

Qザft幼heρOゆρe.一…….一….日….口….一.(口14叫42)"-一一Letfers，IX， 260. ③“・…・.GilbertForstar， an 
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Calendar 01 PajうalRegisfersにおける教皇官僚

acolyte 01 the ρ。ρeand the aρostolic see and a member 01 the ρapal 
court...…(1462)"-Letters， XI， 456. ④“To Antonius Ferrarii， precen-

tor of Barcelona， nuncio of the pope and the apostolic see...…also a 

continzω1 commensal member 01 the ρ。ρe'shousehold....一(1455/6)"一一
Ibid.， p.31.⑤“To A. Ferraii， a canon of Sevi11e， an acolyte aηd 

chaPlain 01 the ρ。ρe……whowas sent by Calixtus III as nuncio and 
receiver -general..….who is..….an abbreviator of apostolic letters， and 

lS a coηtitunal commensal member 01 the household 01 Rodrigo， cardi-

nal deacon of St Nicholas's..….vice-chancellor of the Roman church 

……(1459)"-Ibid.， p.387. 

令状①のウィリアム，②のウゴリーヌスおよび④のアントーニーウスの 3名

には，いずれも、教皇家政構成員グの称号が検出された。また③のギルパー

トは、家政汐ではなくて、聖庁汐の構成員である。これらの称号については

後述することとして，ここでは、教皇侍祭グ 10名中の4名についてこのよう

な称号を確認しておきたい。なおアントーニーウスは④の時点において教皇

、家政構成員'であったが，⑤では枢機卿の、家政構成員グと書かれている。

この点についても，ここではその事実の確認だけに留めよう。

[ 3 ]“……Eugenius IV desired that the said church of W[e]terynsete 

[i九Tetheringsett，co. Suffolk] should be collated by authority of the 

ordinary to J ohn Barotius of Venice [now] a subdeacon of the present 

pope [Nicholas VJ， then an acolyte of the said pope......(……Johanni 

Barotio de Venetiis subdiacono nostro tunc eiusdem predecessoris 

accolito [sic](1448)"-Letters， X， 186. 

前教皇からサファク州の所管司教つまりノリヂ司教への要請が書かれてお

り，ウェザリングセト聖堂区聖堂の司祭職をジョンへ配当することが求めら

れた。その点においては引用[1 ]と共通している。ジョンは前教皇の、教

皇侍祭汐であったが，現教皇のもとでは、教皇副助祭汐に昇進している。ジョ

ンに関する[第1表]の記載は，双方の兼任ではなく，双方の呼称が確認さ

れること，さらに正確にいえば一方から他方への昇進を示している。
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北大父宅件費~紀要

[ 4 ]“To Alexander Lumisdan， priest， of the diocese of St Andrews. 

Appointing him， who is by both parents of noble birth， a ρapal 

αcolyte(1466)"一一Letters，XII， 387. 

この令状は、教皇侍祭汐アレグザンダ自身の品綾を明記している点で設問さ

れる。彼は品級においてすでに、司祭'であり，上級3段の最上位にある。

一方の、侍祭'とは下穀4段の最上位であるが，下級品数?あることに変わ

りがない。この令状はすでにホ主主祭'の彼を、教義博祭かに任命するという

もので，これによって彼が持祭の品級に降格されたとはおもわれない3)。

3) [匂様の事例は[2 舎のウィリアムについても兎られる。後}こ関してはすでに前稿

〈中)多彩10節の引用〔引で指摘の通り，奇書写の品級にありながら欽完全として教盈傍受祭の

職にあった。

[ 5 ]ヨ〉“・…"dominusJacobus [JamesJ Lewinton precentor ecclesie 

Dunkelden. [Dunkeld] Magister in artibus [Mλ.] fuit admissus et 

factus accolitus……(1469)"-Ibid.， p. 391.窃“……domini Walteri 

Steuart [StewartJ archidiaconi sancte Andree accoliti...…(1469/70)"一一
Ibid.， loc. cit. 

これらの令状では〔第1表]の最後の 2名に替及ざれている。前者はダンケ

ルド司教J産参事会の霊歌隊主管であり，後者は聖アンドリュ一司教補佐であ

る。[第1表]に記載の 10名から占有離職が判鳴したのは6名で，その内訳

は司教締金3名，一般参事会員2名および壌歌諒主管1名となっている。

職弓教が見当らないとはいえ，いず、れも高位課職者である。この事実からし

ても、教皇侍祭グの大半は，品級において司祭であったかと推定怒れる。

[6] Q)“Reductio acolitarum.... ..i.e. the limitation of the number of 

papal acolytes to eight 'particiPantes，'dated 1457， 10 KaL May (22 

April).…J九一Letters，XI， 62. @“……consists of a miscellaneous list 

01 officers 01 theρ'apal household etcザ withthe dates of their appoint-

ment， etc吋 e.g.officers of the papal 'Camera'， papal subdeacons， aco-

lytes， chaplains， secretaries， masters of the registers， collectors， ab・
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Calendar 01 Papal Regisfersにおける教皇官僚

breviators， etc."一一Letters，XII， 390. 

この 2件の引用は令状本文ではなしいずれも編者の脚注である。①によれ

ば， 1457年に、教皇侍祭'の定員が制限されて 8名になったという。斜体字

の文言は，字義通りいえば、参加者'であろう。しかしこのばあいは、教皇

侍祭。のいわば職務給の受給資格者に、参加。するもので，その意味におい

てまさに定員内の、教皇侍祭グである。また②では、教皇家政の官職占有者

の一覧表グなるものに言及され，その、官職占有者'として，聖庁財務院の

官職占有者を筆頭に、教皇副助祭・教皇侍祭・教皇礼拝所司祭汐等が例示さ

れている。要するに、教皇侍祭か職それ自体が、教皇家政の官職グであった

という。これが、官職グであるということの意味については，本稿末尾であ

らためて考察したい。

『教会法事典』によれば 3世紀の教皇コルネーリウスの書簡においてロー

マの聖職者の定員に言及され，助祭・副助祭がいずれも定員 7名であるのに

対して侍祭の定員は42名であるという。これは先代教皇ファピアーヌスの

もとでローマ市が7司牧管区regionesに分割されたことに対応するもので，

侍祭は 1管区当り 6名になっている 4)。この 7管区合計42名と上記の定員

、8名かとの関係については，さしあたり不明である。いずれにせよ定員が規

定されるということは，これらもまた、官職かであることを示唆していると

いえよう。品級には定員がなじまない。

4) Dictio叩naire，VII， 1075 (sous SOUS-DIACONAT) 

では、教皇侍祭かの職務とは何か。その点については，遺憾ながら詳細不

明といわざるをえない。侍祭の品級に固有の職務とは，司祭がミサを司式す

る際に葡萄酒と水とを用意すること，また儀式中に灯明を奉持して運ぶこと

であるという。それは職務であるとともに，品級に固有の権限でもあろう。

、教皇侍祭グはその品級にかかわらず，すなわち仮にすでに司祭であっても，

教皇自身がミサを司式する際に侍祭相当の役割を帯びたのではないか。

品級において侍祭でしかないものは，当然のことながら副助祭以上の上級

品級に固有の権限が認められない。しかしすでに副助祭以上の品級にあるも

-7-
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のは，かつて侍祭の品級を認定されているので，状況によっては侍祭相当の

権限を行使することも許容されよう。上位の品級を取得するということは，

新たな権限を追加して取得することではないか。古い権限は，当然のことと

して留保されたであろう。

筆者はすでに別稿において、archdeacon"すなわち現に司教補佐職にある

ものの品級を検証した。この原語は字義通りにいえば、大助祭グであるが，

筆者の推定によれば彼らの大半は品級において司祭である九いわゆる、大

助祭グは，司教がミサを司式する際に助祭相当の役割を帯びていないか。単

に助祭といえば，それは司祭との関係において助祭である。、大助祭汐とは，

、大司祭グとしての司教との関係における助祭相当者ではなかったか。すでに

司祭であるものは助祭の権限を失うことなしいわば潜在的にそれを残して

いたといえよう。

5) ，イングランドの、司教補佐。一一1300年から 1541年までJ (下) (~北海道大学文学

部紀要~39の2)第12節。また単なる司祭に留まらず，現職の枢機卿が司教補佐職を兼任

する事例も多数にのぼる。枢機卿の大半は司教経験者であり，品級においてはほぽ例外な

しに司祭であろう。

いずれにせよ、教皇侍祭グや、大助祭かでは，品級の呼称が官職の呼称に

転用されている。呼称の転用は次節の、教皇副助祭かにも見られる。

* * * * * 

、教皇侍祭'は『教皇令状簿』全12巻からわずか 10名しか検出されない。

従ってここでは次の 3点の所見を要約するだけに留ょう。

O 第 1点 いわゆる、教皇侍祭汐とはそれ自体が官職の呼称であって，

品級としての、侍祭汐がこれに任命されるとは限らない。占有聖職の判明者

は6名で，その内訳は司教補佐3名，一般参事会員 2名および聖歌隊主管1

名となっている。そのことからすれば，大半はすでに司祭であるものから登

用されたといえないか。

O 第2点 また、教皇侍祭グ 10名中の 4名について、教皇家政構成員グ

8 



Calendar 01 Papal Registel古における教皇官僚

の身分が確認された。この事実は、教皇侍祭汐職の性格を考える上で重要な

手がかりにならないか。そのことの意味は，本稿末尾であらためて検討す

る。

O 第3点 引用[6 ]の②では，すなわち『教皇令状簿』の編者の見解

としては，、教皇侍祭'が、教皇副助祭グとともに、教皇家政の官職占有者の

一覧表'なるものに含まれていた。そのことの意味も，やはり本稿末尾であ

らためて検討する。

『
E
E
4

7
E
E
A
 

Y
E
A
 

「
E
E』

本節の課題は，前節で予告の通りである。

。PapalSubdeacon一一、教皇副助祭グ
このばあいもまた字義にそくして、教皇副助祭かという訳語を充てておこ

う。この官職についても品級の呼称が転用されている。では、教皇副助祭グ

とは何か。 r教会法事典』は、副助祭グに独立の項目を充てているが，問題の

、教皇副助祭'に関する情報は前節末尾で言及した程度に留まる。次の引用

は，デュ=カンジュの『中期・後期ラテン語葉集』からのものである。

“SUBDIACONI P ALA TINI. Vetus Codex Vaticanus apud Baronium 

ann. 1057， num. 22: (1) Subdiaconi omnes numero viginti et unus， (2) 

septem Regionarii， qui epistolas et lectiones cantant in stationibus; (3) 

septem Palatini， qui idem munus praestant in Ecclesia Lateranensi; (4) 

septem alii， qui dicuntur Schola cantorum， qui cantant tantummodo， 

quando summus Pontifex celebrare consuevit."-Du Cange， Glossar-

ium Mediae et lnfimae Latinitatis， VII， 627. (sub SUBDIACONI)l) 

最初に、教皇副助祭汐の定員が述べられる。総数21名であり(1)，これが3群

に区分される。第 1群 7名は 7司牧管区ごとに配属され刊教皇が各管区聖

堂を巡回してミサを司式する際に所属聖堂において使徒書簡や福音書の章節
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を鎮唱する(2)。第2群 7名はラテラ一ノ渡鍛つまり教皇宮簸に艶属され，そ

こでのミサにおいて同識に朗闘を謹当する(針。第3群7名

隊〈学校〉を構成し，教皇自身がミサを司式するばあいに限って，あるいは

そのぼあいには常に盟歌を担当する(4)。提ってこの第3群は，教患の巡回に

も間fまずることになろう。

1)これまマが策学で，以下が後半である。主授は前半と同様であるが，若干の情報が

追加されている。“JohannesDiac. de EccI. Lateran. apud Mabill. tom. 2， Musei Ita1. 

pag. 567: Debent etiam ibiξsse sept記m Subdiaconi P必ぶini，巴tschol♀ cantorum， 

scilicet alii sεptem Subdi謹むoni，qui vocantur Rεgionarii. Isti debent le若宮re1母ctiones

母tepistolas in stationibus記cc1esiarumRom註記むonstitutis. Alii septem， scilicet日chola

cantorum， debet canere officium， dum dominus Papa celebrat Missam in Basilic註

Lateran的 si，et in aliis. Alii vero septem Palatini epistolam debent legere (1) in 

palatio ad MiをおamApostolici， 企t(2) in 田 dempatriarchali basi1ica Lateranensi， 会ec

non etiam ad Missam ipsitユsApoぉtolici網" 最後の訟は.(1)を反復して説明している。ラ

テラーノ、宮殿。には洗礼者聖ヨハネの‘盟主主ルが付長蓄しでおり，以喜れとはこれがローマ

総大E司教膝事E堂であった。しかもローマ総大湾教とは，教議陶芸者守護うる。従ってラテラ

ノ総大司教箆聖堂とは， この教長宮殿の付滋聖護金設そのものにほかならない。後に総大湾教

座は，教5設がアヴィニョン撚凶から録還するとどもにヴァチカーノ2宮殿へ移された。なお
教皇はまた‘ローマ司教。でもあり，ローマ市とその潟辺を直轄の司教管区とする。この

ローマ弓教~は総大司教座の移転後もラテラーノ霊ヨハネ怒さまに残る。つまり向聖堂は，

ローマ司教管区の魚司教座蜜堂かでもあるn

るにず語葉集J は，身分呼称の由来を述べているといえよう o ミサの

司式毛ぎは，品級において理惑である。教主義がミサを司式するときは，

そこで司祭相指の役裂を損ずることになる。際鰭の、教皇器爵恭'という略

称は，教皇が奇祭としてミサをE程式するときに制助祭器当の役割安帯びるこ

とに臨来するo しかし彼らの投書jは，主当然のことながらミサの場部だけに欝

まらなかった九その役離の一部は，以下の[第2表]で、ほかの身分イ究職汐

として示される。

2 )“The 1校総f話。fSt Gregory th記Greatshow that in his tir附 theRoman sub. 

deacons administ校校:lthe affairs of St Peter's patrimony throughout the provinces， 
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made reports to the Pope on the conduct of bishops， and by the Pope's orders 

admonished prelates， reformed abuses， and assembled councils."-Addis & Arnold's 

Catholic Dictionaη， p.776. グレゴーリウス 1世の在位期間は 590から 604年までであ

る。この書簡によれば，同時代のローマの副助祭は、聖ペテロの世襲領。すなわち教皇領

の管理者であり，従って教皇領が存在する限りすべての属州にその任務が及んでいた。彼

らはまた各地の司教の動向を教皇へ報告し，教皇の命令を受けて高位聖職者に対して司械

権を行使するほか，権限乱用があればそれを排除したという。さらに彼らは聖職者を

、councils"に集合させたということであるが，それはどのような会議か，またその会議で

どのような権限を行使したのか，詳細は不明である。

まず『教皇令状簿』におげる、教皇副助祭グの分布状態に注目しよう。合

計 85名中の 75名が第1巻だけから検出され，第2巻以降からはわずか 10名

に留まった。しかも第3巻から第7巻までの 4巻には，その痕跡が見当らな

い。このように極端なまでの偏在は，どのような事情によるものか。当面は

理由不明といわざるをえない。いずれにせよこのような偏在の結果として，

次の[第2表]は異例の構成によらざるをえなかった。

【第 2表】“SUBDEACON"

《第1巻で単に“S川bdeacon"であることだけが確認されるもの〉

Summa， Martin d巴，くcanonSalisbury?>: 1217 (1-47…) 

Langeton， Simon de，くarchdCanterb1.lry>: 1227 (1-118...) 

Vercelli， J ohn de，くcanonLincoln>: 1236 (1-151…) 

一一， Eustace: 1238 (1-175) 

Mevania， Andrew de， <canon Dublin & Cambray， France>: 1243 (1-199) 

Stotindon， Robert de: 1245 (1-213) 

Holewell， Stephen de: 1248 (1-256) 

Odolin， John， <canon Wells>: 1248 (1-247) 

一一， Paul，くcanonFerentino， ltaly>: 1248 (1-253) 

Visconti， Otto: 1251 (1-272) 

Turri，羽Tde， <canon London>: 1253 (1-302) 

Trebis， Thomas: 1254 (1-294) 

Cotham， John de: 1255 (1-318) 

， Aymeric: 1255 (1-313) 
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Aquablanca， J ames de，くarchdSalop>: 1256 (1-338) 

Kernyaco， Luke de: 1256 (1-328) 

Sorham， Thomas de: 1256 (1-333) 

Piccard， Hugh，くcanonAbbeville， France>: 1257 (1-342) 

Blund， John，くcanonChichest巴r>:1258 (1-360) 

， Giles: 1259 (1-369) 

Crema， Homodeus: 1264 (1-404…) 

Filebi [PhylebyJ， Adam: 1264 (1-406) 

Peynton， Luke de: 1264 (1-417) 

Siena， Bernard de: 1264 (1-417) 

〈第1巻でほかの身分・役職も確認されるもの〉

Mark， P.: 1212 (1-37)/ corrector (of letters) 

" Pandulph，くbp.elNorwich， 1215>: 1213 (1-38...) 

/ cubicular /legate/ notary 

， Giles， <archd Thessalonia， Greece>: 1220 (1-58)/ chapl 

Bobonis， Oddo: 1222 (1-88)/ chapl 

， Otto: 1225 (1-103)/ chapl 

Sancto Nicolao， Laurenc巴de，くcanonYork>・1226(1-111...)/ chapl 

Ferentino， J ohn de， <archd N orwich>: 1228 (1-120...)/ cubicular 

， J.: 1230 (1-122)/ chapl 

Prefectis， G. de: 1236 (1-154)/ chapl 

Sumercote， Robert: 1236 (1-154)/ auditor 

一， Alatrinus，くtreasurerChichester>・1238(1-173…)/chapl 
Esteland， Simon de，くarchdN orfolk>: 1239 (1-179...)/ chapl 

Cinthii Guidonis， Peter: 1240 (1-188)/ chapl 

Trani， G. de: 1240 (1-191)/auditor/chapl 

， Peter: 1241 (1-195)/ chapl 

ー， <archd Bologna， 1taly>: 1243 (1-199)/ chapl 

F巴rentino，Pet巴rde，くcanonY ork>: 1245 (1-219)/ chapl 

Sarraceni， John， <dean Wells>: 1245 (1-214…)/chapl 
， Hugh， son of Peter Leo，くcanonHereford>・1245(1-223)/ chapl 

Piperno， Peter de: 1248 (1-257)/ chapl 

， Huguicio: 1248 (1-254)/ chapl 

Giffard， Walter: 1250 (1-261)/ chaplくaftwbp Bath and Wells> 

Plimpton， Nicholas de: 1250 (1-261…)/ chapl/ clerk/nunc 
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<aftw archd N orfolk> 

Lavania， Tedisius de: 1251 (1-267)/chapl/writ 

Lemovicis， Peter de: 1253 (1-289)/ chapl 

Civitella， John de: 1254 (1-303)/chapl 

Ferentino， Alexander de: 1254 (1-302)/ chapl 

Spata， J ohn: 1254 (1-298)/ chapl 

， Adenulf: 1254 (1-299)/ chapl 

.， Guy: 1254 (1-295)/chapl 

， Rostan: 1254(1-295)/chapl/legate/nunc 

Wingham， Henry de: 1255 (1-316)/chapl 

Sumercot， John de: 1256 (1-339)/chapl 

Cochenato， Ubert de: 1257 (1-352)/ chapl 

， Gregory， of N aples: 1257 (1-346...)/ chapl 

Sancto Germano， J ohn d巴:1257 (1-354)/notary 

...， Arlot: 1257 (1-354…)/notary 
Grifo， J ohn，くcanonBev巴rley>・1258(1-358)/ chapl 

一一， Albert，くchancellorMilan， ltaly>: 1258 (1-358)/ chapl 

London， Gervase of，くcanonSalisbury>: 1259 (1-368)/chapl 

， Richard: 1261 (1-377...)/notary 

Ebulo， J ohn de，くcanonLaon & Lisieux， France>: 1263 (1-388…)/chapl 
， Sinitius， <canon Chich巴ster>:1263仕391)/clerk/ nunc/ writ 

Cancell， Philip de: 1264 (1-412)/ chapl 

， Berard， of N aples，くpriorAndov巴r，Winchester; canon Paris>: 

1264 (1-418...)/notary 

Salerno， Matthew de: 1264 (1-416)/ chapl 

Alperino， Matthew de， 1265 (1-425)/chapl 

Parma， John de， 1283 (1-470)/chapl <aftw bp Spoleto， ltaly> 

Sarmineto， Raynald de: 1288 (1-493)/ chapl 

Lavania， Percival de， <archd Buckingham>: 1289 (I -507)/ chapl 

Nepoleon， Francis， <archd Worcester>・1289(1-495)/chapVnotary 

Spinula， Ottobono， <canon Aberdeen (Scotland)， Liege (Belgium)， St Omer (France)>: 

1291 (1-545)/ chapl 

・・H ・H ・...(以上，第l巻から 75名). 

Bordis， William de: 1309 (II -64)/ chapl 

<aftw bp Lectour巴， France> 

Sabellis， Pandulph de，くsubd巴anY ork> : 1318 (II -175)/ chapl/ notary 
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Clementis， Vincent， <archd Tortosa， Spain>: 1443 (VIII-258...， IX， X， XI， XII) 

/ chapl/ coll/ cubicular / nunc/ orator 

Holes， Andrew，くarchdAnglesey， Wales>: 1438 (VIII -263...， IX)/ cubicular 

一一，くtreasurerSt Hilaire， Poitiers， France>: 1435 (VIII-220) 

Venice， John Barotius of: 1448 (X-186)/acolyte 

Magni， Birg巴rus，<canon Magdeburg & Lubeck> : 1455 (XI-24)/ abbr 

， Jordan: 1455/6 (XI-29)/notary 

Zabellis， Baptista d巴:1459 (XI-550n) 

Tolentis， Luke de，くarchdCurzola， Dalmatia>: 1466/7 (XII-232)/nunc 
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特徴的な記録に注目しよう。

[1]①“……to induct Master M. [sic] de Summa，ρapal subdeacon， into 

the prebend of Chisengh [prebend of Chisenbury and Chute， in Salis-

bury?]， given to him by the pope on its voidance by the death of W. 

archpriest of Milan (1217)"一一Letters，1， 47. ②“・…..acause between 

Martin de Summa，ραρα1 sub-deacon， rector of Darmerham， and the 

abbot and convent of Glastonbury， and V. clerk， of the diocese of 

Salisbury， about the chapel of Merton (1231)"一一Ibid.，p. 127. ③“一....

on the complaint of Master M. de Summa，ρゅα1subdeacon， rector of 

Domercham [sic] ， touching a cause between him and the bishop of 
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Salisbury，the abbot and convent of Glanstonbury， and W. [sic] de 

Mereton， c1erk of the diocese of Salisbury about the chapel of Mereton 

[sic]…・・・(1237)"一一Ibid.，p. 160. ④“……Albert， chancellor of Milan， 

stated to the pope that Gregory IX (1227-41) ordered M. de Summa， 

canon of Salisbury-"…(1243)"-lbid.， p. 203. 

まず令状①の斜体字の地名には疑問が残るものの，筆者の推定は[ ]内に

記載の通りである。①と④との聞には 26年間の隔たりがあるとはいえ，②③

が介在することからしてこれら 4件のマーティンはすべて同一人であろう。

彼は②③の時点でソールズベリ司教座の参事会員であったかと推定される

が，確証がないので疑問を残しておいた。従って彼は[集計(その2)]の参

事会員 17名に含めていない。

[ 2 ]①“Faculty to Master Simon de Langeton，ρゅalsub.deacon， to hold 

a prebend or other benefice in France， if such is offered him......(1218)" 

一一Ibid.，p. 55. ②“…...Simon de Langeton，ρapal subdeacon'…・・(18

May 1227)"一-Ibid.， p. 118. ③“M[aster]…...Simonm of Langton. 

App[ointe]d [archdeacon of Canterbury] 14 May 1227"一一Johnle 

Neve， Fasti， 1066-1300， Monastic Cathedrals， p.14. ④“Before 1217 

he had been preb[endary] of London and York， and perhaps 

chanc[ellor] of abp. Stephen Langton."一一Ibid.，loc. cit. n. 6. 

引用③④はジョン=ル=ニーヴ『聖職者目録』の記載である。サイモンは③の

5月14日に司教補佐に任命され，その4日後につまり②の時点、においてなお

、教皇副助祭'である。また④の注記の通りであれば，彼は①の時点において

すでにロンドン・ヨーク双方の参事会員であった。

[ 3 ]①“lndult to Robert de Stotindon，μμ1 subdeσcon， of the diocese of 

Canterbury， to hold one benefice with cure of souls besides those which 

he now has (1245)"一一Letters，1， 213 ②“….. .to grant dispensation to 

A. de W.， R. de Stotingdon [sic]， John de Summercotes [sic]， the king's 

c1erks， to hold an additional benefice apiece (1253)"-Ibi・d.，p. 283. ③ 

“lndult to J. de Sumercot，ραρα1 sub-deαcon and chaplain， to hold two 
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benefices with cure of souls besides those which he has (1256)"一一Ibid.，

p.339. 

いずれも複数聖職の兼任を認可する令状である。①のロノfートも③のジョン

も，それぞれの時点において、教皇副助祭グである。また両者は②に連名で

書かれており，しかもいずれも国王直属身分の聖職者である。教皇官僚が国

王直属身分でもあるということの意味は，いずれ別稿で検討したい。

[ 4 ]①“Mandate.一…onpetition of Master Simon de Estelande， the 

king's clerk， to grant to the same a dispensation to hold an additional 

benefice……(1234)"一一Ibid.，p. 139. ②“…… Master Simon [de 

EstelaηdJ，ραρdl subdeacon and chaplairi...... R. de Blonvilla， archdeacon 

of Norfolk...…by avoiding the archdeaconry， [the pope] presented the 
said chaplain [Simon] for institution to the said archdeaconry...… 

(1239)"一一Ibid.，p.179. Cf. also p.214. ③“M. Simon the N orman (of 

Etelan): King's clerk. Royal collation， sede vacaηte， 31 May 1237， but 

writ not delivered...…Second writ 7 Dec. 1237……In dispute over 

archdeaconry with Ralph de Blonvilla 4 March 1239......Deprived and 

ejected from archdeaconry 1240……"一一Johnle Neve， ot. cit.， p.66. 

サイモンもまた①では国王直属の聖職者である。令状の受給は，本人自身の

請願によるものと書かれている。その請願が仮に国王の仲介なしになされた

とすれば，しかも国王の仲介なしに受理されたとすれば，すでに教皇官僚に

登用されていたかも知れない。②では、教皇副助祭グであれまたすでにノー

ブアク司教補佐職への聖職委嘱がなされている。③は『聖職者目録』からの

引用である。この司教補佐職をめぐって係争があったということであるが，

ともあれ彼は 1240年までその占有を続けている。

[ 5 ]①“Appointment of Henry de Wigham or Wingan [Wingham]， 

sub-deacon， one of the king's clerks， to be a ρゅα1chaρlain (13 May 

1254)"一一Letters，1， 300. ②“…H. de Winham [sic] ，ρゅα1subdeacon 

and chaρlain， of the diocese of London， who is engaged in the king's 

service.---..(1255)"-Ibid.， p.316. ③“Grant to H. de Wengham [sic] 
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of the deanery of St Martin's le Grand， London...…(14 Sept. 1254)"一一

Calendar 01 Patent Rolls， 1247-58， p. 330. 

このへンリもまた国王直属身分の聖職者であり，①によって、教皇礼拝所司

祭'に任用されている。②では、教皇副助祭グ兼、教皇礼拝所司祭グで，し

かもイングランド国王へンリ 3世への勤務を継続している。、教皇副助祭汐兼

、教皇礼拝所司祭グとはいずれも名誉称号ではないか。なお①の時点におげる

へンリは、副助祭'であるというが，これは語順からして品級としての、副

助祭グであろうか。

ところで③は『教皇令状簿』ではなくて F開封勅許状簿』からの引用であ

る。①と同年の 9月にロンドン聖マルティーヌス大聖堂の参事会長職を取得

している。この聖堂の参事会長へンリについては，すでに別稿3)でも言及さ

れている。

3 )拙稿「ロンドン聖マルティヌス大教会と国王行政J (中) w北海道大学文学部紀要』

36の2(1988) 68頁以下。

[ 6 ]①“Indult to Eustace，ρゅalsubdeacon， c1erk of J. cardinal of St 

Praxed's， to hold...…(1238)"一一Letters，1， 175. ②“Grant to Andrew de 

Mevania，ρapal subdeacon， c1erk of O. cardinal of St Nicholas in 

Carcere...…to whom provision has been made of......prebends of Dublin 

and St Galeric， Cambray (1243)"一一Ibid.，p. 199. ③“….. .lY，Iaster Luke 

de Kernyaco， p~ρα1 subdeacon...…at the request of J. cardinal of St 

Laurence's in Lucina， whose chaplain he is..... .(1256)"一一Ibid.，p. 328. 

この 3名の、教皇副助祭グは，いずれも枢機卿直属の聖職者である。すなわ

ち、教皇副助祭かには国王直属のみならず，枢機卿直属の聖職者も見受けら

れるということであるo なお②のアンドリューは，すでにダプリンとカンブ

レとで参事会員聖職禄を取得していた。

[ 7 ] ①“……Pandulph， ρapal subdeacon...…(1213)"一一Ibid.，p. 38. Cf. 

also pp. 40，52. ②“・…..Master Pandulph，ρゅα1subdeacon and notary 

……(July， 1218)"一一Ibid.，p. 56. ③“Appointment of Pandulph， bishop 
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elect of N orwich，ρapal chamberlain， to be legate in England， G[ualo] 

cardinal of St Martin's， having petitioned for leave to retire (Sept. 

1218)"一 -Ibid.， p. 58. ④“Mandate to Pandulph， bishop elect of N or-

wich， cardinal legate...…(1219)"一一Ibid.，p.64. ⑤“……per consi1ium 

venerabi1ium patrum nostrorum Stephani Cantuariensis Archiepiscopi， 

Totius Anglie Primatis， et sancte Romane ecclesie Cardinalis， H. 

Dublinensis Archiepiscopi， W. Londoniensis...…B. Roffensis Episcopor-

um， Magistri PandulPhi Domini Pape Subdiaconi & j包miliaris..

(Magna Carta Regis Johannis， XV. die Juni， anno Regni XVII， A.D. 

MCCXV)"-Statutes 01 the Realm， 1， 9. ⑥“Pandulph Masca [bishop 

of N orwich]: election 18 J uly x 9 Aug.， temporalities 9 Aug. 1215， 

consecration 1222， death 16 Sept. 1226"-Handbook 01 British Chro-

nology， 3rd ed. (1986)， p.261. ⑦“・・….soearly as 1677 clearly pointed 

out the error of identifying Pandulph the English legate with PandulPh 

Masca [who was made cardinal priest of the Twelve Apostles ……in 

1182]. Nevertheless the identification is still often made .…・・"--

D.N.B.， XV， 174. 

この人物については，すでに前稿(上)第3節でも，また第10節でも触れて

いる。イングランドへは 1211年に教皇の使節として渡来し， 1226年にノリ

ヂ司教のままでローマにおいて死亡する。その聞に 1218年には，前任者グ

ワーロの引退に伴って、教皇特使グに任命された③。『教皇令状簿』では， 1213 

年から 1218年まで、教皇副助祭グと記載されている①②。しかし、教皇副助

祭グの称号は，特使任命以後にまで及んでいない。特使ともなれば，もはや

、教皇副助祭グたりえないということか。

バンドゥルブについては，ほかに 3点を追記しておこう。⑤はマーグナ=カ

Jレタ前文からの引用である。カンタベリ大司教スティーヴン=ラングトンを

筆頭に，ダプリン大司教がそれに続く。司教では 7名が列挙され，その後に

パンドゥルフが、教皇副助祭・教皇家政構成員'として登場する。まず第1

点は，その事実である。すなわち彼はこの時点ですでに教皇使節であり，そ
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の立場で教皇と国王との仲介者という重要な役割を演じていた。この、教皇

副助祭・教皇家政構成員グは，事実上の全権大使であった。第2点は，彼の

司教聖別が異常に遅れていることである。⑥に記載の通り選挙が1215年に

実施されているにもかかわらず，聖別はその 7年後になっている。これは，

教皇がカンタベリ大司教による聖別を禁止したことによるという。何故か。

事実上の全権大使が大司教から聖別されれば，大司教への恭順義務を負うこ

とになるからである。パンドゥルフは 1221年に特使を辞任し，翌年に教皇自

身によってノリヂ司教に聖別された。第3点は，彼の人名表記に関すること

である。⑦に記載の通り彼は枢機卿ノTンドゥ1レフ=マスカと混同されること

がある4)。⑥もパンドゥルブニマスカと表記しているが，これは混同というよ

りは，おそらく広範な俗説に従ったものではないか。ジョン~}レ=ニーヴ『聖

職者目録』も同様である。

4 )マスカは遅くとも 1124年に副助祭の品級を取得している。彼がノリヂ司教本人で

あり，しかも 1226年の死亡といえば，この品級取得から 100年以上も生存したことにな

る。これは引用⑦の直前の指摘である。また 1182年に枢機卿に任命されたものがその後

に、教皇副助祭かであるということも不自然であり，その不自然さも指摘されている。で

は④の斜体字の、枢機卿特使。とは何か。おそらくは枢機卿相当の権限をもっ、教皇特使。

ということでないか。なお筆者は③の斜体字の文言を叶寺従かと読んだo "{=寺従'と、聖庁

財務院長官'とは，本稿(上)第3節で指摘の通り弁別が容易でない。しかし彼は直前ま

でホ教皇副助祭・教皇家政構成員'であったことからして，財務院長官よりは侍従の可能

性が高い。

[ 8 ]①“…"'Master Nicholas de Plim[p]ton，ρゅals幼deac仰.， clerk of 

R[obert] Passelewe， archdeacon of Lewes'"…(1250)"一一Letters，1， 261. 

②“…...Master N. de Plimpton， papal clerk and nuncio to the king 

[Henry III]……(1253)"-Ibid.， p. 291.③“……Master N. de Plympton 

[sic ]，ρσρα1 subdeacon and chaplain， one of the king's clerks'"…(1255)" 

一一Ibi・d.，p.315. Cf. also p. 317. ④“……Master N. de Plimpton， arch-

deacon of Norfolk， papal chaplain....・・(1257)"一一Ibid.，p.353. 

教皇との関係は①cg③④のすべてに明記されており，ほかに①では司教補佐

ロパートとの，また③では国王との関係にも言及されている。いいかえると
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俗界の、複数封主制グに類似の関係が見受けられる。④では彼自身が司教補

佐職をえている。『教皇令状簿』第1巻からの引用は以上に留めよう。

[ 9 J ①“To Master Pandulfde Sabello， subdeaco伐 papalnotary， sub-

dean of Y ork (1311)"一一Letters，II， 8訂7. ② 

subdean of.….い....Y ork， papal notary. Faculty to be ordained ρriest by 

any catholic bishop he may choose (1313)"-Ibid.， p. 114. ③~…  

MasterP. de Sabello， papal notary and subdeacon in the canonry and 

prebend of Newbald in York....一(1318)"-Ibid.， p. 175. ④“・…・・the

late Master Pandulph [sicJ de Sabello， papal notary and chaplain. 

(1329)"一一Ibid.，p.294. 

このパンドゥルフは，①の時点ですでに、教皇副助祭。であったか否か。こ

れだけでおはいず、れとも判定しえない。斜体字の文言には，品級としての、副

助祭グの可能性もある。②の令状は司祭の品級を取得する際に，任意の司教

を選択することを認可している。いいかえると②の時点では，なおも助祭か

副助祭であった。③のパンドゥルフは，すでに、教皇副助祭'になっている。

①と③との相違は語順にある。すなわち①では、教皇のかという形容調が、副

助祭グを修飾していないのに対して，@のばあいには、教皇起草官'兼、教

皇副助祭グと読める。なお③は②から 5年後に発給されており，すでに司祭

の品級を取得しているものと推定される。この推定が正しいとすれば，彼は

司祭の品級を取得してからも，引き続き、教皇副助祭汐の称号を帯びていた

ことになる。

[10J ①“……Vincent Clement [sicJ…...aρゅalsubdeacon.一…(1443)"一一

Letters， VIII， 258. ②“…... V. Clementis，ρriest， of the diocese of Valen-

cia [SpainJ， a subdeacon 01 the ρ。ρeand collector of the papal ‘camera' 
in England'一…(1460)"一一Letters，XI， 462. ③“……V. Clementis， pro-

vost of Valencia， S. T.M.， collector-general of the papal ‘Camera' in 

England，ρσρα1 subdeacon (1468/9)"一一Letters，XII， 381. 

この人物が、教皇副助祭グであることは，すでに前稿第10節の引用 [13Jに

おいて指摘の通りであり，①はそこでも引用されている。従ってここでは，

20 



Calend.ω， 01 Papal Registersにおける教皇官僚

~③の 2 点の令状を追加するだけに留めた。彼は①の時点からして、教皇副

助祭汐であった。②③でも同様であるが，②では、司祭グの品級が明記され

ている。要するに、教皇副助祭。の称号と、司祭'の品級とは，両立が可能

であるといえよう。この両立は[9 Jのパンドゥルフについて推定として述

べられたが，ビンセントにおいては史料にそくして実際に検証されたことに

なる。

口1J ①~…bythe treasurer of St Hilaire， a ρゅalsubdeacon" ，…(1435)" 

Letters， VIII， 220. ②“Poitiers [FranceJ， treasurer of St Hilaire， 

envoy of Charles VII to Eugenius IV， (p，) 222."一一一lbid.，p， 806 (lndex)， 

この人物については洗礼名すら不明であるが，①から、教皇副助祭かであっ

たことが知られる。引用②は令状ではなくて，索引の記載事項である。彼は

フランス国王シャルル7世の使者でもあるという。 、教皇副助祭グがフラン

ス国王から使者に委嘱されたのか，あるいはフランス国王の使者が、教皇副

助祭'の称号を与えられたのか。これだけでは判然としない。しかし人名不

詳ながら，ここにも、教皇副助祭汐の存在が確認される。

[日12幻]①

Robert (who is an ‘、abbreviator'of apostolic leUers and a subdeαCOlηZ'….一..一….一.) 
(ο24 Feb， 1451/2)"一一Letters，X， 233. Cf. also p.568， ②“……to John 

Donaldi and Richard Cadi，ρriests， and Robert Cadi， subdeacon， of 

the dioceses of Dunkeld and Glasgow'"…Robert [Cadi]， who is an 

abbreviator of apostolic leUers'…・・(3Feb. 1451/2)"一一lbid.，p， 566. ③ 

“……the late Robert Cady [sic]， ρriest， of Glasgow'"…being an ‘ab-

breviator' of apostolic letters， died at the apostolic see'・…・(1453)"

lbid， ， p.242. Cf. also p. 634. 

ここで紛らわしい事例に言及しておきたい。このロパートは，いわゆる、抄

録官'としてすでに前稿第8節の[第 12表]に記載されている。彼は①によ

れば、使徒座の書簡汐つまり教皇令状の、抄録官かであり，また、副助祭汐

でもある。これは彼が、教皇副助祭グであることを意味するものか。①だけ

ではその可能性も否定しえない。しかし②ではジョンおよびリチヤードとい
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う2名の、司祭'に緩いて鴻リ助祭。ロパートが記載されており，これは品

級としての溜日数祭'と考えさfるをえない。

なお授は、品、観のままで‘便捷座。において，つまり聖庁において死

している。またφからは，死亡以前に、王立祭かの品級を取得していたこと

が揺られるo

ロ3J “Alike confirmation of the letters……of Clement III・H ・"datedat 
the Lateran by the hand ofくMoses，subdeaεon of the holy Roman 

church， vice-chancellor (Moysi S.R.E. subdiaconi vicem agentis cancel. 

larii)) 17 Kal. Dec吋 Indiction7， the year of the Incarnation 1188， anno 

1. (1418)"-Letters， VII， 129. 

この尚喜撃競議長官モーセについては議璃搭2節の引用出]ならびに[第2

表]でも雷及しているが，そこでは引用を< >内の文言だけに猿定したの

説明が舌足らずに終わった。モーセが麗長?ぎであったのは 11総年であっ

て， 1418年ではない。設はクレーメーンス 3世の在校第1年 (11871紛年)

の11月15自にラテラーノ宮殿において，教皐布告第7主きを謝長官とし

裁した。この令状は，教議マルティーヌス 5t笠が1418年にグレーメーンス 3

世の布告を泊認したものである。

開題は‘盟ローマ教会の副助祭かという呼称であるの尚書読の翻長官とは，

2揮で指機の通り事実上の;築震である。しかも麗長官は，後に大半が

最高散の察職者つまり粧機襲撃か されている。モ…セが副長官であり，

また であるというのはどのように解釈すべ務か。

f教皇令状簿』の編者は，ラテン語原文のホ尚審院の執行者に弐わってかと

いう文言を "vice…chancellor"すなわち副長官と解釈しており，前稿の〔第

2表)ではその解釈に従った。モーセは副長官ではなくて，その職務の臨時

の代行者令はなかったか。あるいは、議窓口一マ教会の剖助察Y と

祭'とは，まったく別鑑のものであろうか。さらに、聖ローマ教会の。とい

う文言は，単に爆者の強自判断によるものか。ラテン語の持入部分には，ぞ

れに相当する文替がない。モー々についてはあれこれ疑障が織るので，本館

の[第2表〕では安全を揮して彼そ除いている。モーセは前棋の[箆2表]
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からも除くべきか。あるいは、Regentof the Chancery"すなわち尚書院副

長官の職務代行者として同じ[第2表]の下段に移すべきか。

* * * * * 

前節ならびに本節では，いわゆる、教皇家政の官職かなるものから 2種

類の官職を検討した。、教皇侍祭。にせよ，また、教皇副助祭かにせよ，官職

の呼称はいずれも品級の呼称に由来する。従って前節・本節では，彼らの品

級に関する情報にも細心の注意をもって臨んだ。所見を要約しよう。

O 第1点 いわゆる、教皇副助祭グとはそれ自体が官職の呼称であって，

品級としての、副助祭。がこれに任命されるとは限らない。その点では，前

節の、教皇侍祭かと共通している。聖職の判明者は33名で，その内訳は司教

座参事会長1名，文書主管 1名，財務主管2名，一般参事会員 17名で，他に

司教補佐11名，修道参事会長1名となっている。前節の総括では、教皇侍祭グ

について，大半は司祭であろうとの推定を述べた。司祭の比率は、教皇副助

祭。においてさらに高いものと推定される。

O 第2点 また前節では，、教皇侍祭勺0名中で4名が、教皇家政構成員グ

であることを確認した。本節では，、教皇副助祭"85名中の47名について、教

皇礼拝所司祭汐の称号が確認された。この事実もまた、教皇副助祭グ職の性

格を考える上で重要な手がかりになろう。

O 第3点引用 [3J[4J [5J [6Jおよび[8 Jでは，俗界の、複数

封主制'に相当するような関係が確認された。この関係についてはいずれ別

稿で，網羅的に検討したい。ここではとりあえず，それが、教皇副助祭'に

も見受けられることを指摘するだけに留めよう。

O 第4点 引用[7]のパンドゥルフは，いわゆる、選ばれた司教かの

段階において，すなわち司教として正式に聖別されるまでの過渡的な期間に

おいても、教皇副助祭グであった。[7 Jの②がそれを示している。しかも彼

は上記の通り事実上の全権大使であり 2ヶ月後には正規の、教皇特使'に

任命されて枢機卿級の権限を行使する。要するに、教皇副助祭P には，この
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ような重要人物も含まれていたということである。

[III] 

、教皇侍祭かにせよ，また、教皇副助祭'にせよ，いずれも『教皇令状簿』

の編者の表現によれば、教皇家政の官職'に含まれるものであった。本節な

らびに次節の考察対象は，特定の官職の呼称とは見なしえない。しかし『教

皇令状簿』の読解のためには，これらの用語の意味をも確認しておく必要が

あり，本節と次節とをその確認作業に充てた。

。Memberof the Papal Court一一、教皇聖庁構成員'
字義そのままに、教皇聖庁構成員'という訳語を充てた。最初に『教会法

事典』の解説に注目しよう。

“(1) La Cour romaine comprend deux parties bien distinctes (2) d'une 

part la Curie， c.-a-d. 1'ensemble des organismes destines a 1'administra-

tion de l'主glise;(3) d'autre part la Cour proprement dite， c.-a-d. 1'entou-

rage personnel du Souverain pontife. (4) Cette Cour entoure le pape 

soit dans les cer邑moniesreligieuses solennelles， on 1'appelle alors la 

Chゆelleρont析cale;soit dans le cadre de la vie civile， on 1'appelle alors 

la Maison ou Familleρontificale. (5) Bien que la composition de 

chacune ressemble a celle de l'autre， la Chapelle et la Famille 

pontificales ne se confondent cependant pas. (6) Les familiers duμμ 

sont donc tous les membres de sa Maison， c.-a-d. tous ceux a qui il 

appartient de l'entourer dans le cadre de sa vie civille."-R. N az， 

Dictionnaire， V， 810 (sous F AMILIERS DU P APE). 

この解説では、クーノレ。ということばが広狭二義に使われている。まず(1)

の、ローマのクーノレグとは広義のクールである。これは、Courpontificale" 

すなわち、教皇のクールグとも呼ばれ，同じ『教会法事典』のその項目によ

れば，教皇直属の全機関とそれらの勤務者全員とを包括する概念である。こ
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の広義のクーノレは明確に二分される(1)。一方は、Curie: Curia汐であり，こ

の、クーリア'とは普遍教会全体の統治機構あるいはそのための各種省庁の

総称である(2)。これには一般に、聖庁グという訳語が充てられている。ほか

に狭義のクールがあり，教皇自身の側近者の集団がそれである(3)。、聖庁汐と

区別して、宮廷グと呼んでおこう。

この、宮廷グはさらに二分され，一方は、Cappellapontificia"と呼ばれて

宗教儀式の執行において教皇を補佐する。いいかえるとこの、カペラかは建

造物としての、礼拝堂汐ではなくて，儀式の場における教皇の側近者の集団

であるという。他方は、Familia[Famiglia] pontificia"と呼ばれ，いわゆ

る、カペラグとは明確に区別されている。

この、ファミリア'は，教皇自身の、ヴィ=シヴイルの枠内でか教皇を補佐

するという(4)。では、ヴイニシヴィルグとは何か。教皇の、市民生活'であろ

うか。この文脈ではむしろ、俗的生活。と読んでおきたい。何故か。一方の

、カペラ。集団は、宗教儀式においてかつまり、霊的生活'の側面において教

皇を補佐した。それとの対比でいえば，他方の、ファミリアグ集団とは、俗

的生活汐の側面において教皇を補佐するというべきであろう。文面には、メ

ゾングとも書かれている。このく家〉とは、ファミリアグ集団にほかならな

い。教皇の、俗的生活の枠内で汐とは，端的にいえば教皇の、家政を維持す

る上でグという意味であろう。

要するに『教会法事典』はまず、聖庁'と、宮廷。とを区分し，その上で

教皇自身の、宮廷グにおける、生活かを、霊的生活グと、俗的生活かとに区

分する。しかも霊的生活では、カペラグ集団が教皇を補佐し，また俗的生活

では、ファミリアグ集団が側近者集団を構成する。さらに両集団は、構成に

おいて類似している'との指摘があり，その類似性にもかかわらず混同され

ることがないという(5)。最後の(6)は、ファミリアグの解説である。 (5)ならび

に(6)の意味は，次節であらためて検討する。

本節の課題は，この解説にそくしていえば、クーリアグつまり、聖庁ρ の

構成員であり，また次節では、ファミリアグの構成員があっかわれる。
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[第 3表}“M区MBERof the Papal Court" 

Chadd巴sd日n，Nicholas de，くarchdLincoln> 1390 (IV -337) 

Trevenant， Howel， alias ap D昌vid13意。 (IV-338) 

Stantoゑ Jame尽くtr巴asurerDublin> 1391 (IV -407) 

Carleton， Richard，くcan∞London>1393 (IVぺ44)/advocate 
Stoucham，Robert 1410 (VI -196) 

Forst♀r， John 1411 (Vト191)

Bouquetot， Johぉ1II，くabbotSaint-Vandrille， France> 1419 (VII-132)/referendary 

Spalding， Patrick de，くdeanAbe泌総n，Scotland>1422 (VII-242...)/referendary 

Macmolinn， J ohn，くdeanDerry， Ireland> 1431 (VIII-354) 

Oconyr， William， <tr側 surerLimerick， lreland> 1434 (VIIIω498) 

Sutton， Rob日rt，くC郡部Lincoln>1435 (VIII…233)/ abbr / cubiωlaτ 

Louthian母， John 1438 (IX占26)

Chapman， Thomas， <treasurer Lim色rick，Ireland> 1442 (VIII叩268)/abbr

Oud邑ncoep，Th思odericde，くcaお閉じtrecht，Holland> 1446 (VIII-310)/ abbr 

Forstar， Gilbert，くarchdBrξchin， Scotland> 1462 (Xト456η/acolyte/ ch設が

からはこの 15名が検出された。

[ 1リ]

Wl‘it詑era剖ndηmembおerQザft.放h加eJρうGρα1h加1ωθz焔tsε訪hold. Provision οf the canonr‘'y r 

and prebend oぱft出ha託tchurch'….い..…膨日.wh誕ichbecame void by the death a討t 

Rome of Nicholas Chaddesden， member 01 the p~μ1 court (curialis)・Z・-一

(1390)"-Letters， IV， 337. 

この令状の受給者ジョンは‘教案 g家政'

ではない。しかし設は、教皐‘聖庁'

Jレ在悔共イ主基堅金量の参事会員製職隷を継承した。

職様が空席になって，それが、議庁'構成員

であって、教患 z霊庁'

ニコラスの死亡後に，サザ

るに、家設汐構成員の聖

られており，盟職疑に欝

しては官護者間の流用が可能であったといえよう。な 、教室哲jγ構

或員'とは，このニコラスの事例に晃られるように、クーリアーリスグ

語訳に準拠している O

[ 2 ]①…始esaid treasurership [Dublin]， void......by the death of 

James Stanton， who was a member 01 the戸apalcourt (curi汝lis)...... 
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(1391)"-Ibid.， p.407. ②“……by the recent death......of Richard 

Carleton， advocate of the papl consistory and curialis'"…(1393)" 

Ibid.， p. 444. ③“……by the death......of Howel Trevenant， alias ap 

David， member 01 theρGρα1 court...…(1390)"-Ibid.， p. 338 

この3件中①では編者によってラテン語が併記され，②ではラテン語だけで

書かれている。また③のように英語だけで記載されることもある。②のリ

チヤードは、教皇諮問会議弁護士汐の官職を帯びている。この官職について

は，すでに前稿(上)第5節で解説した。

[ 3 ]①"To John Forster......who is in minor orders only， and is an old 

member 01 theρゆalcourt (切uiquus curialis existis)..... .(1411)"一一

Letters， VI， 191.②“Provision......of the Benedictine monastery of 

Saint-Vandrille， in the diocese of Rouen， which， on its voidance and 

consequent reservation by the death of J ohn [Bouquetot]， a member 01 

the ραρα1 court and referendary of the present pope....一(1419)"

Letters， VII， 132. 

令状①のジョンはいまだに下級品級に留まっているが，古参の、教皇聖庁構

成員汐であるという。それに対して②の故ジョンは修道院長であり，しかも

官職としては、請願検討顧問汐であった。この官職は，すでに前稿(上)第

6節でふれたように比較的高位の官職である。なお[第3表]には，この故

ジョン以外にも、請願検討顧問汐 1名が記載されている。これら 2名につい

ては，すでに第6節でも言及した。

[ 4 ]“……Robert Sutton， an abbreviator of apostolic letters， an old 

member 01 theρope's court (1435)"-Letters， VIII， 233 

このロパートは、抄録官グであり，しかも、教皇聖庁構成員かである。[第3

表]にはほかに 2名の、抄録官m が記載されており，これら 3名については

前稿第8節でも言及している。なお[第3表]の最後のギルパートは、教皇

副助祭'でもある。従って彼については前節でも言及された。引用[2 ]の

③がそれで、ある。

ところで[第3表]には，史料文面に、教皇聖庁構成員グと明記されてい
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るものだけを収録した。しかし、教皇聖庁構成員汐は教皇令状簿』の編者

によればこれだけに留まらない。まず次のジョンに注目されたい。

[ 5 ]“To John Ixworth......who is priest......has lollowed the Roman 

court lor some years， and still does so...…(1395)"一一Letters，IV， 500. / 

“Court， members of (Urban VI) See Stanton *; (Boniface IX) See 

Charleton *; Chaddesden *; Ixworth; Trevenant *"一-Ibid.， p. 642. 

前半は令状本文の記録であり，斜線以下は編者による索引の記載事項であ

る。要するに編者はここで，ウルパーヌス 6世関係1名とボニファーキウス

9世関係4名との合計5名の、教皇聖庁構成員。をあげている。そのうち*

印の 4名については文面にそれが明記されているので，一覧表に記載した。

問題はこのジョンである。彼は、数年間にわたってローマ聖庁(での任務)

に従事し，また現に従事している'という。編者はこれを、教皇聖庁構成員グ

に関する記述と判断したものと推定されるが，文面にはそのように明記され

ていない。

[ 6 ] ①“・・…廿learchdeaconry of Dorset...…void by the death at the 

。ρostolicsee 01 Adam [Easton] cardinal priest of St Cecilia's… 
(1397)"一一Letters，V， 82. /“Reservation‘ipso facto' of benefices void 

by death 01 members 01 the ρゅα1court (cardinals， papal chaplains， 

collectors etc.)， 82-85・…一"一一Ibid.，p. 808. ②“・…..the canonry and 

prebend of Glemethan in Dublin had become and were void 砂 the

resignation 01 the late Thomas Rosell'， an abbreviator 01ゅostolicletters 

…(1429)"一-Letters， VIII， 112. /“Reservation 'ipso facto' of bene-

fices void by resi旨nation01 members 01 the ρGρα1 court， 112……" 

Ibid.， p.858. 

このばあいも斜線以下は，索引の記載事項である。まず令状①のアダムは枢

機卿であり， ドーセト司教補佐職を兼任していたが，その死亡によってこの

司教補佐職が空席になった。索引の記載は、聖庁構成員の死亡グによって聖

職禄が空席になれば，後任者の人事権が教皇自身に留保されることを示して

いる。しかも編者は，この、聖庁構成員汐の例示として( )内に、枢機卿・
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教皇礼拝所司祭・徴収官などかをあげている。アダムは枢機卿であり，従っ

て彼の死亡は、聖庁構成員の死亡グに該当し，問題の司教補佐職には教皇の

留保権が及ぶことになった。同様の事例は，前出[3 ]②にも見られた。

令状②の故トマスは、抄録官かであり，ダプリン大司教座の参事会員職を

辞任したことによってそれが空席になった。索引ではこれを、聖庁構成員の

辞任かの事例として処理している。このように、抄録官。もまた、聖庁構成

員。であるというのは，前出[4 ]のロパートも同様であった。要するに、聖

庁構成員かに関しては，その死亡のみならず辞任もまた、教皇留保グの理由

になっている。教皇留保については，本稿第5節の末尾であらためて言及さ

れる。

次の[第4表]は，このように『教皇令状簿」各巻の事項索引を手がかり

として集約したものである。すなわち『教皇令状簿』には、教皇聖庁構成員。

の死亡あるいは辞任に起因する教皇留保の情報が少なくない。その情報に注

目し，索引で、教皇聖庁構成員グと書かれているものを身分・役職の呼称に

そくして検出した。[ ]内の数字は検出件数を示するもので，同一人物が重

複して計上されることもある。

【第 4表] “MEMBER of the Papal Court" (その 2) 

Abbreviator:く11>VH97; VII-259f; VIIHOO， 107， 112， 343， 374f， 376; X-634; XI-24， 456f 

Acolyt巴・く4>X -583， 669; XI -24， 456f 

Advocat巴:<2> IV -444， 509 

Auditor:く5>IV -333， 335， 383; V -491; VH25 

Cardinal: <20> IV -89， 133， 207， 255， 335， 343， 384， 385， 401， 465， 469， 482， 505， 536; V -82 

bis， 85， 209; VH66， 365 

Chaplain: <31> IV -72， 179， 226， 333， 335， 383; V -267， 331， 491， 367， 463; VI -60， 125， 203， 

281， 433; VIH04， 354; VIIH02， 113， 295， 411， 453; IX -2， 50， 75， 97， 124; X -583， 669; 

XII-351 

CoII巴ctor:<6> IV-64， 420， 468; V-579; VII-286; XII-658 

Cubicular: <2> VIII-264， 266 

Major-penitentiary:く2>VI-239，475

Memb巴rof th巴papalhousehold:く2>IX-392; XII-720 

Minor-p巴nitentiary:<1> XII-351 
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Notary:く7>V-491; VII-401， 403; IX-123; XI-209， 210; XII-484 

Referendary: <1> IV -335 

Sub-collector:く2>V -615; VIII -454 

Vice-chancellor:く3>IV-482; VI-232， 475 

Writer (letters): <2> VII -295f; IX -392 

Writer (penitentiary)・<1>VII-93 

まず、、教皇礼拝所司祭'が31名にのぼり，枢機卿の 20名がこれに次いで

多い。ほかに、抄録官グが10名を超えた。ここで、教皇礼拝所司祭グ 31名と

は，全員が上記のいわゆる、カペラか所属であろう。

[7]①“……void by the said resignation of Gilbert [ForsterJ… 

reserved to the papal gift------because Gilbert was an acolyte and 

chaρlain 01 theρ。ρe----..(1453)"-Letters， X， 668t ②“・…--void by the 
death of J ohn Pinchon， a writer and member 01 the household 01 the 

ρresentρope， and also abbreviator of apostolic letters".…(1443)" 

Letters， IX， 392. ③“…...void......by the death of Rory…...who was 

sole collector of the papal ‘Camera' in the city and diocese of Ferns 

[IrelandJ…・ー(1468/9)"-Letters， XII， 658. ④“….. .void at the apos-

tolic see， and therefore 'ipso facto' reserved to the pope， by the death 

there of Andrew Wyreter [WinterJ， who was also a continual commen目

sal member 01 the the ρ。ρe'shousehold (1469)"-Ibid_， p. 720. 
これらもまた事項索引では、教皇聖庁構成員'である。まず、①のギルパート

は、教皇侍祭'であり、教皇礼拝所司祭グでもあった。②のジョンに関して

は、清書官・抄録官'のほかに、教皇‘家政'構成員汐の情報がえられた。③

の、徴収官グもまた、教皇聖庁構成員'であるという。④のアンドリューに

いたっては教皇の、家政グ構成員であることしか確認されないが，編者によ

れば彼もまた、聖庁'構成員であった。

本節官頭の引用，すなわち『教会法事典』の解説を想起されたい。その文

面からすれば、クーリアーリス。と、ファミリアーリス汐とは，所属先にお

いて峻別されなくてはならない。しかし②のジョンや④のアンドリューの事
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関からして，同時に双方の構成員であるととも可能であったといえないか。

とりわけアンドリューは，ゅの文龍からして教患家政の、皇室続的'な構成員

であり，また、食卓をともにする'資格を認められていた。これをと字義還り

ば，彼は令官恕グに患往して、理Iy"に童書務していたことになるα 同

楼に〔第4表]の、教護礼拝所司祭グの鞘当数が、カペラグ摂露であるとす

れば，ぞれらはまさに、官紙。所麗であり，その一方で、懇庁グ所属でもあ

るといわぎるをえない。

* * * * * 

本節は、教皇室庁構成長連グに関す [第3表〕と 4表] との…

つの…覧授に集約した。前者は F教皇令状禁事Jお文章互に

と明記されているものを寂録し，後者は f教主義令状簿』の編者合解釈を前提

として集約した。 5言語の所見を要約しておこう c

1点、 この鰯殺の解釈が悲しいとすれば，

とは根機懸から抄録官まで，多種・多極な地f立・ していたことに

なる。この略称は，まさに、教患の聖庁

全員を包括するものである。従って〔第3

ことながらまさに氷山の一角でしかない。

る要員'つまり、室庁勤務

も〔第4表〕も，当然の

2点 〔第4波]の官職や身分の呼称のうち?は，叡機卿や教義礼拝

所司祭を剰として，また次第の‘教皇4家政'講成長グを別として，

を怒えている。これまでに持挙した人物について、教皇霊jす構成員グと明記

されるのは，むしろ謹少の例外でしかない。製庁内の各謹宮職の略称は，単

として与えられることもある O そのようなばあいを別とすれぜ，

呼称ぞれ岳体が泳教義懇庁第成員'であることの罰譲的表現というべきか。

明記される事例が少ないのは，官職の呼鞄だけですでに十分であるからでは

ないか。

O 第3点 f教会法事典』は、霊fi"と‘挺汐とを区分しているが，そ

の院分はあくまでも組識の上での思分であって，それぞれの構成員が竣別さ
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れることを意味しない。現実には、宮廷。所属の、カペラーヌスグや、ファ

ミリアーリスかが、聖庁構成員汐として、聖庁'に勤務する事例も確認され

た。しかも本節で確認された事例は，やはり氷山の一角であろう。

[IV] 

あらためて前節冒頭の『教会法事典』の解説を想起しよう。その解説では，

教皇直属の全機関がまず、聖庁'と、宮廷グとに大きく二別されていた。前

節ではこの区分に従って，まず、、聖庁'の構成員つまり、クーリアーリス汐

を検討した。

本節の課題は一方の、宮廷'の構成員であるが，厳密にいえばその構成員

の一部である。何故か。同じ『教会法事典」の解説によれば，この、宮廷'

の構成員それ自体もまた、カペラーヌス。と、ファミリアーリスグとに二分

される。すなわち、教皇礼拝所司祭グと、教皇家政構成員グとの区分がそれ

である。本節ではもっぱら後者が検証され，前者は今後における筆者自身の

課題として残される。

なお、教皇家政構成員グの検討は次節にも続く。

。Memberof the Papal Household一一、教皇家政構成員か
本稿では，字義そのままに、教皇家政構成員グという訳語を充てた。では

彼らの任務は何か。、教皇のファミリアーリスとは，教皇のく家〉構成員全員

である。いいかえると彼らの任務は，教皇の E俗的生活'の枠内において側近

者として教皇を補佐することにあるJ これもやはり前節官頭の引用の一部

である。

ここで、俗的生活グとは，あらためていうまでもなく、霊的生活グに対比

されていた。教皇がその、俗的生活グを維持するというのは，教皇自身のく家〉

経済を維持することつまりその、家政かの維持にほかならない。ファミリアー

リスの集団は，まさにこの、家政'の維持の要員として給養された。なお他

方のカペラーヌスの本来の任務は，前節でも指摘の通り、霊的生活グの分野
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にあった。

【第 5表]“MEMBERof the Papal Household" 

〈単に“member"であることだけが確認されるもの〉

Dolbeara， Walter，くcanonExeter巴tc.>・1389(IV -346， V) 

Montecatino， Anthony de: 1400 (IV -309) 

Blak， J ohn， <archpri巴stVerona>・1401(V -404...) (/notary) 

Baldinotis of Pistoia， Anthony d巴:1414 (VI -183…) 

Susato， Conrad de， <provost St Ciriac's Neuhausen， Germany>: 1418 (VII-5) 

Dandulo， Benedict: 1425 (VII -16) 

Dandulo， Thomas: 1425 (VII-16) 

Home， George: 1450/1 (X -218) 

Matheson， Andrew: 1454 (X -260) 

Preston， Alexander: 1457 (IX -159) 

Clementis， Peter: 1457 (XI-159...) 

Hel， Andrew: 1458 (XI-182) 

Liberton， Henry: 1458 (XI -184) 

Monyp巴ny，Nicholas: 1459 (XII-71) 

Guasqueti， John: 1460 (XI-405) 

Hatle， Simon: 1461 (XI-594) 

Kay， David: 1461 (XI-602) 

Rate， Alexand巴rde，くcanonCaithness， Scotland>・1465/6(XII-485) 

Wint巴r，Andrew: 1467 (XII-575) 

Keith， Robert: 1471 (XII-798) 

Rerik， Gilbert de: 1471 (XII-786) 

〈ほかの身分・役職も確認されるもの》

Fraunceys， J ohn，くcanonSouthwell， etc.>: 1388 (IV-269...， V， VI)/abbr/writ 

Bothorn， Godfrey: 1396 (IV -536)/ writ 

Manzimini， John: 1401 (IV-312)/envoy 

Br巴more，John， <canon London， archd Northampton， Cornwall>: 1411 (VI-251目..)/secr

Caputgrassis， Paul de， <archd Ravenna>:1411 (VI -170…) 

/ c1erk/ coll/ cubicular/nunc/writ 

Swan， William: 1414 (VI-101)/secr 

U golinis， J ames de，くcanonVo1t巴rra>:1414 (VI-186， VII)/abbr/nunc/secr/writ 
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Capranica， Paul de: 1418 (VII-5)/abbr/secr/writ 

Croys巴r，William，くarchdTeviotdale， Scotland>: 1422 (VII-I0...， VIIl) 

/acolyte/notary/nunc 

Florencia， Poggio de: l423 (VII-257)/abbr/writ 

Pinchon， J ohn， <canon Paris>・1425(VII-387， IX}/abbr/writ 

Sulbarn， William: 1426 (VII-17)/writ 

Fiton， J ohn， <chancellor Salisbury>: 1427 (VII -525)/ cubicular 

FitzHugh， Robert， <bp London>: 1432 (VIIl-280)/assistant 

Turnbule， William， <dean Moray， Scotiand>: 1432/3 (VIIl-28l...)/cubicular/nunc 

Moleyns， Adam， <canon Lincoln>: 1435 (VIIl-218...)/clerk/coll/cubicular/notary 

Bourdonis， Ralph: 1437 (VIIl-650)/writ 

Georginis， Ugolinus Saluoni de: 1442 (IX-260)/acolyte/writ 

Montegomere， Adam de， <archd Dunkeld， Scotiand>: 1446 (VIIl-245)/cubicular 

Amici， Michael，くcanonTournai， France>: 1448 (X -190) 

/abbr/coll/nunc/orator/writ 

Polart， Eymundus: 1450 (X-250)/writ 

Augeroles， John de: 1451 (X-529 n)/writ 

Ferrarii， Antonius，くprecentorBarcelona): 1455/6 (XI-31) 

/abbr/acolyt巴/chapl/ nunc/ rec巴iver

Lax， John: 1455 (XI-97)/abbr/nunc/secr 
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〈俗人} <s-c>: safe-conduct 

Vayraco， Bertrand de，くdonsel>:1372 (IV -102...) <s-c> 

Bossaco， William de， the elder， <donseJ): 1373 (IV -127) <s-c> 

Murlis， Peter de，くdons巴1>:1373 (IV -124...) 

Spinello， Nicholas， <knight， seneshal Prov巴ne>:1373 (IV -126)くs-c>

Turchi， Bartholomew，くdonsel>:1390 (IV-275) 

Arlam， John， <citizen London>: 1405 (VI-63) 

Statutis， Francis Federici de，くcitizonBologna>: 1412 (VI -172) <s-c> 

Vassal1i， Nicholas， <banker， serjeant-at-arms>・1423(VIH5)くs-c>

Genezano， Salvatus de， <esquire> : 1426 (VII-25) 

Ely， John，くserjeant-at-arms>: 1432/3 (VIII-280)くs-c>

Swan， William: 1435 (VIII-286…， IX)/abbr/secr/writくs-c>

Rocha Prioris， Anthony de， <serjeant-at-arms>・1455(XH)

前節の引用[7 ]のパンドゥルフはマーグナニカルタの序文に、教皇副助祭・

教皇家政構成員グと書かれていたが，この一覧表には含まれていない。『教皇

令状簿』にその情報がないからである。

[集計]欄の具体的な職種についていえば，清書官がもっとも多く，ほかに

抄録官・侍従・秘書官などがまさに家政構成員に含まれている。使節7名に

対して徴収官は 3名であるが，そのうち 2名は重複している。家政構成員が

外国へ出張させられている。[集計(その 2) ]における司教1名については，

引用[6 ]で検討する。参事会長1名のほか文書主管・聖歌隊主管がそれぞ

れ1名検出され，一般参事会員8名を含めて参事会関係者は 11名にのぼる。

また司教補佐は4名である。教皇家政構成員の大半は，職階でいえば参事会

員級か司教補佐級かに相当するといえよう。いいかえると家政構成員は，概

してほかに参事会員級かあるいは司教補佐級かの聖職禄を与えられ，それが

給養財源の一部になっていた。

、教皇家政構成員'は聖職者だけに限らず，俗人も 12名検出された。その

うち 7名は，旅先における、安全通行。の保障の令状つまり旅券発給の令状

からその情報がえられた。[第5表]でくs-c>と書かれているのは，そのこと

を示している。上記の通り家政構成員は教皇の、家政。を離れて出張するこ
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とがあり，この落人の 7名もまた出張させられたことによってF教皇令状縛』

に痕跡を寵めた。

[ 1 ]“To Walter Dolbeara， member 0/めePQρε云household...…with
grant， although he is not a resident member 0/ the saidおusehold

(familiaris et actu commensalis co拭inue.....'non existis)'…一(1389)"-.

Letters， IV， 346. 

宛名では‘教農家政構成員かである。しかしラテン語の原文では、家致構成

るが，実際には営時そこでの食卓同滞者でないかと書かれている O そ

いでは築設で検討することとして，ここではそむように記載され

ていることを寵認するだ貯に留める。

なおラテン語原文の動調、xistis"は敬称のニ人懇であるが，英訳文では

いる O これは F教皇令状簿sのみならず，いわゆる、摘録"1) 

形式の史料集の溜併である。また、摘縁グでは，原文の一人祢もこ人称に置

れる。

1 )ほかに Cale詫dar0/ Pa的ztRolls， Calendar 0/ Close Rolls， Calendar 0/ Cha安ter
Rollsなどの“C器lendar"類がそれである。

〔幻①“ToJohn Blak， archpriest of St JohnBaptist's， Quinzano， with. 

out the walls of Verona， member 0/ the jうope'shousehold(1401)"一-
Lette伐 V，404. Cf. also p.410. ゆ“John'・h ・'member0/ the household 

0/ Boni，抱ceIX， papal notary"-Ibid.， p.644. @"……the archpriest偽
ship of St John Baptist......void bythe death of John Blech (i.e. Black) 

of England (1407)"-Letters， VI， 114. 

ジ双ンは‘教皇家政構成員'であり，窃では、超E察官グと書かれている。し

かしこれは索引の記載であって，本文ではこの宮織を確認しえなかった。舎

によれば，彼はイングランド出身者である。また⑨の記載の灘りであれば，

f農は、起車官。の宮識をえて，給養封諒の一部としてヴエローナ域外の洗礼

ヨハネ聖堂の首席司祭職を与えられたということになろうか。

] 
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Glasgow， a notary of the pope. Reservation and assignment to him 

(who has this day resigned to the pope the secularρriories of Grezes and 

[deJ Decanatis without cure in the diocese of Carcassonne [FranceJ， 

provision whereof to J ohn Guasqueti， a member 01 the ρゆalhousehold; 

who is a valetudianarian， and whom the pope know to have undergone 

great labours and perils for the defence of ecclesiasticalliberty and the 

papal jurisdiction) of a yearly pension'"…(1460)"一一Letters，XI， 405. 
ウィリアムは[第5表]に記載の通り、教皇家政構成員グである。この令状

それ自体は，彼に年金の配当を指示したものである。( )内の挿入部分によ

れば，彼は2件の、在俗修道参事会長職内)を占有していたがすでに辞任して

いる。年金は辞任の代償であった。これらの参事会長職には、家政構成員。

ジョンが後任として直任されている。ジョンは教会の特権と教皇裁判管轄権

との擁護に尽力して過労になり，病弱になっているという。前任者も後任者

も家政構成員である。いいかえるとこれらの参事会長職は，少なくとも 2代

にわたって家政構成員の給養財源として利用されたことになる。しかしこれ

は，必ずしも通例ではない。前節の引用[1]では、聖庁グ構成員ニコラス

の聖職禄を彼の死亡後に、家政'構成員ジョンが継承していた。聖職禄に関

しては，両者聞に流用も見られた。

2 )、在俗。と、修道。とは対立概念である。この形容矛盾はどのように理解すべきか。

“To WilIiam Croyser'"…the Augustinian Prioηde Bossia in the diocese of Lyon， 
which was granted to him in commendam for life..... .(1451)"一一Letters，X， 529. 乙れ

も同じウィリアムに関する記録である。彼については前稿(中)第10節でも，また本稿第

l節の引用[2 ]①でも触れている。リヨンのこの修道参事会長職を、委託によって'与

えられた。いいかえると、委託かがあれば在俗聖職者でも修道参事会長職を占有しえた。

、在俗修道参事会長職。とはそのような意味に理解される。なおある聖職が給養財源になる

ということは，その聖職に回有の収入が給養財源に利用されるということで，それに固有

の任務はしかるべき代行者に委任する。詳細については拙稿「イングランドにおける司教

補佐の代行者委任 1198年から 1471年まで」上・中・下(北海道大学『文学部紀要」通

巻 71・72・73号， 1991/92)参照。

[ 4 ]“To Master J ohn Fraunceys..... 'papal writer， and member of the 
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pope's household. Appointing him， at the petition also of King Richard 

[III]， whose clerk he is，部 wellas abbreviator of apostolic letters， a 

member 01 the Jうゆalhousehold (1388)"-Letters， IV， 269. 

i期[1 ]のジョンには，このような情報ち議認される。

なわち俗人でいえば国王の主主鶴、封詰'相当の獲識者である。本人

と国王との波方から よって、教農家政構成員。 れた。

[ 5 ] “To William Turnbule， dean of Moray， M.A.， member 01 the POlうぬ

household・.....whois a chamberlain of the pope‘…‘・andthe said king's 

[J ames 1， Scotlan叫 proctorin the Roman court...…(1434)"一一Ibid.，p. 

510. 

ウィリアムは，まず、もって‘教室家殺講成熟かでありまた教患の Y寺従グの

一人である。しかも彼は，ローマ思庁においてスコットランド悶玉の代理人

の役裂を帯びている。要するに彼についても〔叫のジョンと持繰ぬ教皇・

との麓騒爵{系が確認される。

[6 J “……safe conduct etc....・..for Robert [FitzHughJ， bishop of Lon-

don， assistant of the pope， and member 01 the pope's household (部告知"

tens et familiaris noster)， who proposes to return to Henry [VI]， king 

of England， and his church of London [St Paul'sJ……(1432)"一一Letters，

VIII， 280. 

彼は，こお持点ですでにロンド されイタリアで聖別式を繋えて

いる。 IE壌の司教について、教皇家政構成員グと明記されている点では，こ

れのほかに類例がない。袈別されるまで、家政構成員'であったという意味

に理解すべきか。この記録自体は警ローマ勤務後終えて帰笛ずる際の旅券発

給の令状である。 して再教産に就いてからも、家政構成員グであり続け

たか。その点、は不明である。

[7]“(1) To George Home， a canon of Glasgow [Scotland]. (2) Grant 

….that the provision of a canonry of Glasgow and another of Dunkeld 

…'which the pope， 'motu proprio'， made to him....一(3)shall not be 
prejudiced by the 1うriori，かは)which the pope subsequently granted in the 
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matter of expectations to members 01 his. household， (5) enrolled in a 

certain book of the apostolic chancery over all persons， etc.， (6) but shall 

take effect as if he were himself one of the said members and enrolled 

in the said book， etc.(1450/1)"一一Letters，X， 218. 

これは1件の令状であるが，説明の便宜のために細分した。その(4)の最後に

は，なるほど、彼(教皇)の家政構成員グという文言が見られる。しかしジョー

ジ自身は、教皇家政構成員グではない。まずその事実を指摘しておこう。

彼はすでにグラースゴウと夕、ンケルドとで参事会員に直任されており，そ

の直任は教皇側からの、発意汐によるものであった(2)。この令状は，彼に対

する直任が他の聖職者の叶憂先特権グと競合するばあいを想定したものであ

る。ここで、優先特権。とは，しかるべき聖職禄が将来において空席になる

ばあいに，それを優先的に取得する権利であり，将来の利益に関する期待権

である。いいかえると、優先特権'とは，まさに優先的な、予約かの設定に

ほかならない。

(4)における、後にグという文言に注目しよう。 (3)は彼に対する直任が、後

に設定された優先特権グによって侵害されないように，その保障を指示して

いる。要するに彼に対する直任は，別人に対する事後の予約に対抗して有効

である。しかもそのばあい競合者が仮に、教皇家政構成員グであっても，

ジョージに優先権が認められる。逆にいえば，この令状から家政構成員の一

般的優先権の存在が知られる。この事例のように優先権が特別に認可された

ときにのみ家政構成員に対抗しうるのであって，この特別の認可がなくては

家政構成員が優先するということであろう。

なお(5)からは，聖庁尚書院で予約登録者の、帳簿汐が作成されていたこと

が知られる。最後に(6)では， (3)の保障が反復される。彼自身が、あたかも上

記の家政構成員であるかのように，また上記の帳簿に登録されているかのよ

うに汐この直任の貫徹を指示している。家政構成員並みの待遇を保障したと

いうことから，やはり家政構成員の一般的優先権がうかがわれる。

[ 8 J “To Nicholas Monypeny， priest， of the diocese of St Andrews 

[ScotlandJ……the present pope 'motu proprio' ordered.一…Thepope 
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now， 'motu simili' [i.e.‘motu proprio']， grants indult to him'"…that in 

the obtaining of such benefice or benefices he may enjoy all ρr約rences

etc. which continual commensal members of the pope's household (but 

not those described in a certain book of the papal chancery) enjoy 

(1459)"一一Letters，XII， 71. 

これも基本的に同趣旨の令状である。[7 Jの、priority"という文言がこの

令状では、preferences"と書かれている o それはまた後出の令状では、prefer-

ences and privileges汐とも，さらに、privilegesetc. of precedenceグとも

表現されている。いずれも、優先特権ρ であろう。

このばあいの、優先特権。は、教皇家政構成員が亨受する汐ものであって，

ニコラスは彼らと同等の特権を容認された。問題は( )内の但し書きであ

る。そこでは上記の予約登録の、帳簿'に言及され，しかもそれに登録済み

の、優先特権'は除外されている。いいかえると彼は、教皇家政構成員グと

同等の特権を許容されるが，その聖職禄についてすでに予約者が存在すると

きはそれに対抗しえない。( )内の但し書きは，そのように読める。

上記の[7]では事後の予約に侵害されないといい，この[8 Jでは事前

の予約に対抗しえないという。[7 Jも事前の予約には対抗しえず，また[8 J 

も事後の予約には侵害されないということであろう。要するに[7][8Jは，

同趣旨の令状と読んで、おきたい。

[ 9 J “To the same [Alexander Preston]， a canon of Glasgow. Grant 

etc. to him......that in the obtaining of the said canonries and prebends 

…he shall enjoy all preferences and privileges etc.， notably / those 

enjoyed by divers old continuous commensal members 0/ the ρope's 

household named in certain papal letters'"…the first named of whom 

was the late Peter Clementis， as if he [Alexander J were one of them 

and had been named in the said letters (1457) (…...quibus nonnulli 

antiqui veri familiares nostri continui commensales in quibusdam litter-

is apostolicis'"…descripti， et in quibus quondam Petrus Clementis 

primo loco descriptus fuit...…si unus [exJ familiaribus et in dictis 
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litteris descriptus...…)"-Letters， XI， 159 

アレグザンダもまた、教皇家政構成員かではないが，彼らと同等の、優先権

ならびに特権かの亨受を保障されている。しかもこの令状では，競合者への

予約との前後関係に言及されていなしコ。そのことの意味は，次の引用 [10J

との関連で考察しよう。斜線以下の文言については，同頁の脚注からラテン

語の原文を引用しておいた。ここでは、帳簿'に言及されていないが，それ

に相当するものとして、文書汐の存在が明記されている。またその文書の筆

頭者が故ピータであるといわれ，これによって、家政構成員グピータの存在

が確認された九

3 ) “To Andrew Hel (rectius Bel)， a canon of Glasgow...…with grant..・ー of the 

enjoyment of the same privileges in resp巴ctof priority etc.……as th巴popegranted 
.…to certain old continual [sic] members of his household， among whom the late 
Peter Clementis had the first place.... ..as if Andrew were hims巴lfone of the said old 

members..…(1458)"一一Ibid.，p.182 故ピータという教皇家政構成員の存在は，これに

よっても確認される。

なおここでは、家政構成員'が、continuous[sic J汐であるということ，し

かも、commensal(くくmensa:table)。であるということに注目しておきた

い。前者は市陸続的構成員グであり，また後者は字義通りにいえば、食卓で

の同席を許可されている構成員グであろう。これらの形容詞は[8 Jにも記

載されていた。教皇家政構成員はこの双方か，あるいはいずれか一方の形容

詞を帯びることが少なくない。故ピータも双方の形容詞を帯びており，しか

も上記の、文書'ではそれらを帯びているものの筆頭者であった。

口oJ ①“ToRobert Kecht [KeithJ， c1erk， of the diocese of St Andrews 
..... .the pope hereby grants， also 'motu proprio'， that.…..the said 

Robert may enjoy all the poivileges etc. of precedence whiCh are 

enjoyed.…..by divers continual members of the pope's household / 

inscribed by his order in a certain book of the papal chancery， as if he 

were one of them (1470/1)"-Ibid.， p.799. ②“To Gilbert de Rerik， 

archdeacon of Glasgow...... He therefore， also 'motu proprio' grants to 
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the said Gilbert......that he may enjoy all the privileges of priority etc. 

which are enjoyed by certain continual members of the pope's house-

hold / inscribed by order of the pope in a certain book of the apostolic 

chancery， as if he himself were out of them (1471)"一一Ibid.，p. 786. 

斜線以下の文言に注目しよう。これは[9 Jのばあいと同様に，別人に予約

済みの特権に対しても請求権を与えたものではないか。ロパートもギルパー

トも、教皇家政構成員グではなく，また、帳簿。への予約登録もされていな

い。しかしこれらの令状は，彼らがあたかも現にその構成員であるかのよう

に，また登録済みであるかのように，その双方の条件を充足しているかのよ

うに処遇せよという。 [7J[8Jの2件では，事後の予約に対してのみ優先

権を認めた。それに対して[9 J [10 Jは，事前の予約に対してすら優先権を
与えている。これら 4件の令状は，そのように読めるのではないか。

ところで前出[1 Jのウオールタは、家政構成員であったが，実際には常

時そこでの食卓同席者でないかと書かれていた。この事例をも考慮すれば，

一連の令状受給者に関して次の区分が可能になろう。

(1) 家政構成員であり，現に家政内に居住するもの

(2) 家政構成員であるが，家政内には居住しないもの

(3) 家政構成員ではないが，それと同等の優先特権を与えらるもの

たとえば[9 Jの故ピータは(1)に該当し，また(2)とは[1 Jのウオールタが

それである。さらに(3)の事例としては， [8 Jのニコラスや [10Jの2名があ

げられよう。

いずれにせよ家政構成員だけについても， (1)(2)の2種類が確認された。い

いかえると非居住の家政構成員もありえたことからして，この、教皇家政構

成員'とはそれ自体が一種の身分呼称であったといえよう。非居住であって

も，その身分を持続しえたということである。しかも彼らは，家政構成員で

あることによって何らかの特権を亨受しえた。そのこともまた，それが身分

呼称であったとの推定を可能にする。なおこの身分に固有の特権について

は，詳細が不明である。

[11J ①“・…ーtoBertrand de Vayraco， donsel， member of the papal 
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household......2 gold florins a day and a safe-conduct for him or his 

envoy..…・(1372)"-Letters， IV， 102. Cf. also pp. 113，183. ②“To Ni-

cholas Spinello， knight， seneschal of Provence， member of the papal 

household ……[safe-conductJ (1373)"一一Ibid.，p. 126. ③“…… safe-

conduct for Francis Federici de Statutis， citizen of Bologna， member of 

the pope's household， whom the pope is sending to England...…(1411)" 

一一Letters，VI， 172. ④“……Nicholas Vassalli， the pope's banker and 

seηieant-at-arms， and member of the pope's household (argentarius ac 

seruiens armorum et familiaris noster)・・…・(1424)"-Letters，VII， 15. 

⑤“・…..SalvatusGenezano [Genazzano]， member of the pope's house-

hold，ρapαl esquire...…(1426/7)"一-Ibid.， p. 25. 

これらは[第5表]で〈俗人〉として列挙されたものの一部である。①のパー

トランドの身分は、donsel:donzello (It.)くごdominicellusくくdominus"

であるという。このいわば、小主君'とは騎士に叙任される以前の若者であ

り，その意味では⑤の、esquire"と共通している。また②のニコラスは，す

でに騎士に叙任されている。③のフランシスは、市民'である。さらに④の

ニコラスは教皇の、銀行家。であり，しかも、武装勤務者。である。聖庁財

務院の副長官のもとに銀行家が配置されていることは，すでに前稿(上)第

3節で述べている。

[12J ①“・…..Master William Swan， papal secretaηand member of the 

pope's household..…・(1414)"-Letters， VI， 101.②“To Master W. 

Swan， licentiate of civil law， papal writer and member of the pope's 

household， and Joan his wife.....-(l431)"-一一Letters，VIII， 389. ③ 

Master W. Swan......and Joan his wife......their manors α仰?η~d ρμ05.おse.ω'ssz必Oη附S 

…themselves and their children and household servants...…(1431)"一一

Ibid.， p. 57口1.④

羽rλ.，who is also an abbreviator of papal letters...…(1431)"-Ibid.， p. 

479. ⑤“To Joan Swan of Southflete...…noblewoman， damsel...…In-

dult to her， who is a daughter (jilia) of Master W. Swan......a papal 
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writer and member of the pope's household......(12恕ay1442)"一一

Letters， IX， 314.“To Master UgoIinus Saluoni de Georginis， clerk， of 

Jesi [Italy]， doctor of canon law， writer and member of the pope's 

household. Collation and provision to him， who is also an acolyte of the 

pope， of the office of a writer of apostolic letters， which has become 

void by the recent resignation......of William Swan(20 April 1442)"一…

Ibid.， p.260賓

との人物は，すでに前稿〈中)の第7節・第8諮でも言及されている。夜、書

"t寄書官・抄主義1ぎな擦をし，しかも、教皇家政i構成員伊でもあるの彼は②

舎舎から知られるように褒帯者であり，また③で子役等に，さらに⑤では娘

に言及されている。僻人であることからして，盟職議ではなくて、マナグ

、出有地かに慨する記載が克られる窃。 φではなおも、清警官庁?あるが，舎

によれ認すでにその識に関して、辞職グしていることがわかる。設は悟人で

あるが，ローマ法治教捜資格取得者であった。後任の語審宮ウゴリーヌスは

り，また教会法博士でしかも、教皇侍祭かであった。俗人の後告

者が必ずしも俗人でないという事実に注目しておきたい。

[13] (D"Provision to John， son of Octavian de Brunforte， [kni出t]，0/ 

the 1うゆのおusehold，canon of Lichfield， of the canonry and prebend of 

Lichfield， and archdeaconry of Stafford， void by the death of Master 

Rayner de Vichio， papal chaplain， with dispensation to him as being 

about twelve years old， and having only the first tonsure; he is to 

receive other orders at the proper age (1301)"一一Letters，1， 596. Cf. also 

Letters， II， 76. 窃“・…..Gregoryde Londoniis， Iayman， gold embroider-

er， 0/ the POlうぬ household....一(1263)"-Letters， 1， 404. 

これらは，いずれも r教皇令状簿J第l犠からのヨi躍である。[第5表]の、教

皇家政講成員は，すべて第4巻以降から接出8れていた。波方の斜体字の文

書に注目しよう。、教室家政のかとあるだけで‘構成員。が輯詑されていない。

これを、教室霊祭政構成員グと見なすべきか否か。ここでは断定者f保寵せざる

ををえないが，ジ 3ンもグレゴリもホ教皐家政所鵜伊であること臨体に変わり

一説



CalendtiY 01 Papal Registe汚における数畿官僚

がない。

ジョンは，リチフィールド苛教療の参事会関聖職議とスタブァド司教機能

職とに直怪された。これらの高金聾裁は，教星空礼拝斉!T'ilJ祭レイナの死亡に

よってき芝霜になったものである。ジョンはほ設12撲であり，最初の弟j髪式

を受けて聖職者身分を取得している。しかし高位聖職そ占有するには，相応

の品級そ取得していない。しかるべき年齢にしかるべき品殺を取得すること

を条件として，高生聖職の出脊について特別な露可が与えられた。

グレゴリは保人で，金の耗繕の職人である。〔第5表]には， f谷人の、教皇

家紋講成員かも列挙されている。従って俗入グレゴリがホ教室家政斯属グで

あっても，特に不良黙ではない。

6こホ教盤家政講成員グが明記されるおは，なるほど第4

降である。しかしそのことは，ぞれ以前に泳教農家致構成員。が存在しない

あ

しない。第l巻のこの2名は，第4巻以降の泳教皇家政構

るか否か。その点は不明である。しかし名称はとも

は，教皇家殺の出現とともに王甘い経史をもっている

に栴違ない。

ここでいささか異質の令状にも言及しておこう。

[14J “(1) To Laurence de Ybstok'"…rector of Barwell. Confirmation 
。fhis presentation and his institution by J ohn [BuckinghamJ， bishop of 
Lincoln， to the church of Barwell…υ(2) void by the death of Wi1Iiam de 
Oulecotes， (3) a doubt having arisen whether it was not reserved to the 

pope: (4) provided that the said William was not a member of the 

pope's household……(1369)"… Letters， IV， 78. 
ローレンスはりンカン司教ジョンからパーウェル盤笈区聖堂の肖禁識に撞薦

され，認可教からその司祭識の委曙を受けた。この令状は，その誰議，

したものである(1)。問題の潟祭駿は，ウィリアムの死亡によっ

て空諸になっていた{針。

では何故この溺認令状が発給されたか，令状はある疑議に5言及している。

その疑惑とは，問購の司祭識の投者に関してリンカン司教が人事穫を行使
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したことに対する疑惑である(3)。しかし結果としては，この疑惑が否定され

司教の処置が追認されている。この追認は 、故ウィリアムが‘教皇家政構成

員'でなかったグことを前提条件としてなされている(4)。

この(4)の文言はどのように解釈すべきか。その解釈は次節で述べることと

して，ここではこのような記録の存在を指摘した上で，次の事実を確認する

だけに留める。ある空席の聖職禄に関して前任者が、家政構成員グであれば，

後任者の人事権は教皇のもとに留保された，ということがそれである。前節

では、聖庁構成員グの聖職禄に関する教皇留保を確認した。本節では、家政

構成員グにも同様の留保が確認された。

最後に、教皇家政構成員。と、教皇礼拝所司祭'との関係に言及しておき

たい。

[15J ①“To Antonius Ferrarii， precentor of Barcelona， nuncio of the 

pope..... .who is also a continual commensal member 01 the ρope's 

household， and whom the pope[Calixtus IIIJ is at present sending.…・・to

the provinces of..…・[GermanyJ…・・(1455/6)"-Letters， XI， 31 ②“To 

Anthony [sicJ Ferrarii， a canon of Seville， an acolyte and chaρlain 01 

the ρ。ρe[Pius IIJ……(who was sent by Calixtus III as nuncio and 
receiver.general to the patts of Germany..….who is...…an 'abbreviator' 

of apostolic letters， and is a continual commeηsal member 01 the 

household 01 Rodrigo， cardinal deacon of St Nicholas's……vlce-
chancellor of the Roman court..... .(1458/9)"一一Ibid.，p.387. 

アントーニウスは①において、教皇家政構成員。であり，また②においては

、教皇礼拝所司祭'である。この双方の身分呼称が確認される点で，彼は[第

5表]における唯一の例外である。要するに双方の身分呼称は，同一人物に

ついて検出されることも皆無でない。しかしその彼にしても②の時点では枢

機卿の、家政構成員グであり，もはや、教皇家政構成員'とは書かれていな

い。いいかえると『教皇令状簿』に関する限り，双方の同時両立の事例は皆

無であった。

あらためて前節官頭の引用を想起しよう。『教会法事典』における、教皇家
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政構成員'の項目がそれである。そこでは、カペラグ集団と、ファミリア。

集団との構成上の類似性が指摘され，その上でこの類似性にもかかわらず両

者は混同されることがないという。両者の、構成が類似している'とはどの

ようなことか。また、混同されることがない。とはどのようなことか。『教会

法事典』の解説は過度に抽象的で，詳細は不明である。

、カペラーヌスグと、ファミリアーリスグとの同時両立は，なるほど事例に

よって検証されない。、混同されることがないかとはそのことを述べているの

か。しかし現時点でそれを断定するのは，まさに、沈黙からの論断'になろ

う。単に両立の事例が発見されないというだけでは，両立が原理的に排除さ

れていたことの十分な論拠とはいいがたく，当面は断定を保留しておきた

し=。

* * * * * 

教皇直属の全機関が、聖庁。と、宮廷'とに大きく二別されること，しか

も後者すなわち、宮廷'の構成員それ自体もまた、カペラーヌスグと、ファ

ミリアーリスグとに，つまり、教皇礼拝所司祭グと、教皇家政構成員。とに

二分されることは，すでに再三にわたって述べた。本節はその両者のうちで

、教皇家政構成員グを考察の対象とした。彼らの任務は，教皇の、家政'の維

持に貢献することにあった。なお、教皇礼拝所司祭。が同時に、教皇家政構

成員グでもあるという事例は，少なくとも『教皇令状簿』に関する限り 1件

も発見されない。検証の結果は次の諸点に要約されよう。

O 第1点 、教皇家政構成員'とはもとより包括的総称であって，それは

多様な職種の従事者を含んでいた。『教皇令状簿』からは清書官がもっとも多

く検出されており，ほかに抄録官や侍従・秘書官なども確認された。これら

はまさに、家政ρ 維持の実務担当者であろうか。なお[第5表]の[集計]

に現れた数字は単なる検出件数に過ぎず，それぞれの職種の定員を推定させ

るものではありえない。

O 第2点 また彼らの任務は、家政'の内部に限定されることなく，必

-47-



要にじて使節あるいは散~文官として、議長政'を離れて外顕へ出張させられ

ている。家政矯議員とは，腹心議患の講成員と同義であろう。腹心のうちか

ら使節が起用されるというおは，撤めて自然である。

第3点、 次に職障に注目しよう。[集言f-(その 2)]には，笥教が1名

だけ記載されている。しかしこれはむしろ異鍔であり，しかも引淘[6 ]で

述べたようにこの奇教が瑚教就任以後にも依熱としてホ教農家政構成員グで

あり続けたか苔か，その点は不明である。むしろ職階においては，大半が参

事会員薮あるいは司教祷性教かと推定された。

第4点 、教護家政講成員'は令状の文覇においてごつの影容詞そ帯び

ることが少なくない。家政の常陸続的機成員。であること，また

同席を許可されている構成長'であることな示す形容詫がそれである。その

一方では，継続的な食卓碍勝者でないことが明記される事例もあった。ヨ11'話

[ 1 ]のウォーノレクがそれである。要するに、教農家政構成員'には家政内居

と非居住者とがありえた。

O 第5点 非罷イ主がありえたということは，たとえばよ記の使節のよう

に家致命離れたときにも，ホ教泉家裁構成員勺こ罷有の特権が存続したことを

示唆する。被らがどのような特権を亨受したか。 f教皇令状簿sでは，その詳

翻が不明である G ほかに[7 ]から [10Jまでの引用によって，、教農家政構

に、霞先特権グが確認された。ぞれは聖職禄の取持に詩ずる、懐先特

権グであるが，ほかにも何らかの轄権があったものと推定される。たとえば

上記の‘食主主での陪席きと許可されているかということ自体が特擦の一端を象

銭的に示唆していないか。

O 第6点 信用[4 ]および [5Jでは，俗界における覆数封主剰と類

似の従属関経が擁認、怒れた。国王の、封臣'相当の議:覇軍職者が

にf壬命されているc その任命によって誇らかの特権を容認されたも

のと控定おれるが，やはり詳細は不暁である。

O 第7点、引尾 [13Jから日記までにおいて，教室のいわゆる

権。に言及されていた。各種奪還犠に関する後任者人事権の留保がそれであ

る。前鎮では，教織の‘聖庁構成調。に関する欝館離を確認した。本節では
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また、家政構成員グについても，同種の留保権が確認された。

O 第8点 聖職者のみならず，俗人の、教皇家政構成員'も確認された。

しかし双方の身分特権の共通点・相違点などについては，一切が不明である。

[第5表]では聖庁財務院の、銀行家かが1名，ロンドン・ボローニャの、市

民かがそれぞれ1名となっており，ほかの大半が警備担当者であろう。、市民'

とは御用商人か，あるいは金融業者であろうか。

、教皇家政構成員グの検討は，次節に続く。

[V] 

、教皇家政構成員汐の検討を継続しよう。本節の課題は，前節の引用 [14J

の延長線上にある。その引用ではパーウェル聖堂区司祭職の後任者の人事権

に関して，ある疑惑が提起されていた。人事権がリンカン司教にあるか，あ

るいは教皇のもとに留保されているかという疑惑である。結果としては，司

教の人事権行使が追認された。

問題は，その追認の前提条件である。令状の末尾では前任者ウィリアムが

、教皇家政構成員汐でなかったことが確認され，それを前提条件とじて追認が

なされた。逆に彼が、教皇家政構成員グであったとすれば，追認の対象にな

りえないということであろうか。本節ではそのような前提条件の意味につい

て検討し，そこから逆に、教皇家政構成員汐の性格の一面をさぐる。

『教皇令状簿』第4巻では，その事項索号lに、DoubtfulReservations" と

いう項目がある。いわば、疑わしい留保(聖職禄)かであり，上記の引用 [14J

もその一例として扱われていた。しかもこの、疑わしい留保かなるものは第

4巻に集中して見られるもので，第4巻以外ではその類例が乏しい九第4

巻への集中の理由は不明であるが，まずその最初の事例から検討しよう。

1)①“To John Haget， canon of Exeter. Grant to him-to whom the pope has 

rec巴n:tlymad巴 provisionof canonries......with the ‘anteferri' clause; and who lears 
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that， on account of the multitude of巴xp巴ctantswith the like clause， his letters may 

hav巴noeff巴ctor may do so very late....一(1399)"-Lefters， V， 247f.②“To Roger 

White， priest， of th巴dioces巴ofY ork. Grant to him - ...…to whom the pope made 

provision， with the 'anteferri' clause， of a canonry with expectation of a prebend...... 

and who doubts whether， by reason of th巴 multitudeof expectants with the same 

clause， any of his said letters will within a brief spac巴provefruitful-that no one， 

of whatever dignity， car吋dina剖lsand r陀es凱id必en凶tm巴mb巴rsof th巴pope'shousehold alone 

巴回xcαepμt巴吋d，shall be preferred tωohim'一…….一….一..一.(仕14ω00町)"-Ibi，似dι.，p卯p.3お38釘f. ③ 

priest， of the diocese of Exeter. Grant that his acceptance and the provision - made 

to him'"…一一ofthe perpetual vicarage of St Goronus's in the diocese of Exeter， in 

the gift of the bishop"…・onits voidance by the death of J ohn N oe， shall hold good 

from th巴presentdate， Jうrovidedthat N oe was not a member of the pope's household， 

that T巴ckawas not intruded， and that the vicarage was due to him in turn; as though 

it had not become void otherwise than by Noe's death， and as though its collation had 

not lapsed by the Lat巴ranstatutes to th巴apostolicsee， and had not b巴enspecially 

reserved (1403)"一一Ibid.，pp. 583f. Cf. also pp. 297，339，517，518. これらの類例は，い

ずれも第5巻からの引用である。それぞれの斜体字の文言は，以下の一連の令状にも見受

けられる。①の、fearsthat. ....."は[3 ]の①に，また②の、doubtswhether......"は

[ 3 ]の②以降の令状に，さらに③の、rovid巴dthat.・・・・0 の条件節は[4 ]および[7]

に見られる。ほかに③では第4ラテラーノ公会議の教皇令に言及されているが，同様の言

及は[6 ]にも見られる。

[1] ①“To Richard de Retford， rector of Stretton [Sturton]・…・・inthe 

diocese of York. Confirmation of the collation made to him of the said 

church， which he obtained by the authority of the ordinary [the arch-

bishop of Y ork]……a doubt having arisen whether Stretton was 

reserved to the pope (1363)"一一Letters，IV， 3但1. ② 

vlcar 0ぱfNeueton Glandole， i加nthe diocese of Durham. Confirmation of 

his institution by the ordinary to the said vicarage'…"a doubt having 

arisen whether the collation of the said vicarage did not belong to the 

pope (1363)"一一Ibid.，p 33. ③“To David Bossher， Augustinian prior of 

St Catherine's Waterford. Confirmation of his election to the said 

priory.…"a doubt having arisen whether it was not reserved to the 

pope (l364)"-Ibid.， p 36. 
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これらは、疑わしい留保。に関する令状のうちでも，比較的単純な事例であ

る。まず令状①ではヨーク大司教がリチヤードを聖堂区司祭職に任命し，②

ではダラム司教がジョンに司祭代理職を委任した。また③では，修道参事会

において参事会長の選挙が実施されてデイヴィドが選出されている。

斜体字の不定冠詞に注目しよう。、ある疑惑汐というだけで，だれからの疑

惑であるか明記されていなし3。前節の引用 [14Jでも同様であった。第三者

からの疑惑であろうか。あるいは令状の受益者本人からの疑惑であろうか。

いずれとも判然としないが，おそらく本人からの疑惑であろう。推定の根拠

は後述する。ともあれ結果としてはリチヤードやジョンの占有権が追認さ

れ，また聖カタリーナ修道参事会の選挙の適法性も追認された。

[ 2 J“To J ohn called ‘Stalpy'……rector of Fethirkern， in the diocese of 

St Andrews. Confirmation of his collation to and acceptance of the 

said church"…・onits voidance by the resignation of Bertrand Carreti. 

The resignation was made to J ohn de Pebelis， treasurer of Glasgow， 

deputed by William， bishop of St Andrews， and a doubt has arisen 

whether， inasmuch as Bertrand was ραρα1 collector， the said church was 

not reserved to the pope (1367)"一一Ibid.，p 64. Cf. also pp. 31-4， 56， 61， 

63， 69， 76， 78， 79. 

このばあいには疑惑の根拠が明記されている。問題の聖堂区司祭職の前任者

ノTートランドが聖庁財務院の徴収官であったこと，つまり、聖庁構成員。で

あったことがそれである。前任者が聖庁構成員であれば，後任者の人事権は

後述の規定によって教皇のもとに留保されるはずである。

では後任者ジョンSの任命者はだれか。文面によれば，グラースゴウ司教

座参事会の財務主管ジョンPが聖アンドルーズ司教から委任されて前任者の

辞任を受理したという。辞任の受理者は明記されているが，後任者ジョンS

の任命者には言及されていない。そのことは逆に，受理者と任命者とが同ー

であることを示唆しているといえないか。この推定の通りであれば，教皇留

保の聖職禄に対して聖アンドルーズ司教が人事権を行使したことになる。い

ずれにせよジョンSの占有権は，教皇から追認されている。司教による人事
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権行使それ自体が教皇からの指示によったものか。

なお『教皇令状簿』第4巻の、疑わしい留保'なるものは，すべて令状本

文で追認されている。逆にいえば，追認されないときには令状が発給されず，

従って『教皇令状簿』に残りえないということか。

[ 3 ]①  

the collation of the archdeaconry， made to him by J ohn， bishop of 

Ardfert...…as he [Plhiip] j凶作 thatit was reserved to the pope (1363)" 

Ibid.， p 34. ② 

firma此tiontωo him 0ぱft出ha叫t0ぱff白lC白e，which he obtained from bishop Walter 

……and now [William] doubts whether it was not reserved to the pope 

(1371)"一一Ibi孔， p.167. 

令状①では、ブイリプが懸念しグており，②では、ウィリアムが疑っかてい

る。すなわちこの 2例においては，受益者本人が疑惑を提起している。この

、本人の疑惑グとは何か。文面によれば，占有権の適法牲について，形式上で

は占有者本人が自発的に不利な疑惑を申し立てたことになっている。

その意図は何か。不利な疑惑が否定されて追認の令状を取得しておけば，

後に第三者から適法性を疑われることがあっても，その第三者に対抗しえよ

う。疑惑=追認の手続きには，そのような意図が推定される。要するにこの種

の、疑惑汐とは字義通りの疑惑すなわち半信半疑の疑惑ではなくて，むしろ

占有権の安全確保のための確認手続きであろう。あるいはこのような、疑惑か

の申し立てとは，それ自体が追認申請の手続きであったといえないか。

なお、本人の疑惑グは，その令状の収録件数において上記の、ある疑惑'

をはるかに超えている。しかも、ある疑惑グそれ自体のうちでは，明白に、第

三者の疑惑グと見なすべき事例が皆無である。そのことからして当面の推定

を述べるならば，令状文面の、ある疑惑。なるもののすべてか，あるいは少

なくとも大半が、本人の疑惑グではないか。前段落の末尾で推定を述べたよ

うに，仮に、疑惑'の申し立てそれ自体が追認申請手続きであるとすれば，

一方の、第三者の疑惑。の可能性が希薄になる。

[ 4 ]①“(1) Whereas William de Camera， canon and prebendary of 
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Moffet [MoffatJ in Glasgow， and Wil1iam Lang， rector of Erol， in the 

diocese of St Andrews， resigned their benefices in order to exchange 

them， (2) which they did by authority of Matthew bishop of Glasgow; (3) 

but as Lang doubts whether the provision so made to him is good， (4) 

seeing that Wil1iam de Camera was then a member of the papal 

household， the pope is prayed to confirm the same， (5) notwithstanding 

that he has the rectory of Turref [TurriffJ， value 100l. old sterling， and 

the hospital of Rossey in the same， value of the canonry and prebend is 

30l. old sterling. (6) Granted and expedited as above [Peniscola， in the 

diocese of Tortosa， 15 Ka1. Oct. an. 18.J (1412)"一一Calendar01 Entries 

in the Papal Registers， relating to Great Brita仇 αndlreland， Petitions 

to the the Pope， vo1. 1， A.D. 1342-1419， p. 598. ②“(7) Henry， bishop of St 

Andrews. (8) Whereas the canonry and prebend of Buney [BoyndieJ in 

Aberdeen， value 20 marks， void by the resignation of Wil1iam de 

Camera， were given by the ordinary to his nephew， George de N ewton， 

M.A.， of knightly origin， who has held them for six years， (9) the pope 

is prayed to confirm the collation， (10) which is imρugned on the ground 

that Wi11iam is a member of the pope's household. Granted. Peni旨cola，

in the diocese 01 Tortasa. 10 Kal. Dec. an. 20. (1413)"-lbid.， p. 601. 

出典は『教皇令状簿』ではなくて『対教皇請願簿』の第1巻であり，前稿の

第1節はこれを典拠としていた。本稿関連の記録としては，とりあえずこの

2件を引用しておきたい。先に請願①に注目しよう。請願者は聖アンドルー

ズ司教へンリであり(7)，請願理由がそれに続いている(8)。それに対して請願

①では請願者が明記されず，請願理由から記載されている(I)~(3)。請願者は

疑惑の提起者ウィリアムL本人であろう。

請願①の請願理由としては，まずウィリアムCとウィリアムLとの聞にお

ける聖職禄の交換に言及されている(1)。交換に先だ、って両者はそれぞれの聖

職禄をグラースゴウ司教に返上し，同司教からそれぞれの新聖職禄を取得し

た(2)。ウィリアムLから疑惑が表明された。新聖教禄としてモファトの参事
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会員聖職禄を同司教から取得したことについて，その適法性に関する疑惑が

それである(3)。前任者ウィリアムCは，それを返上した時点で、教皇家政構

成員グであったという。ウィリアムLの疑惑の根拠はその点にある。彼はそ

の疑惑を述べた上で追認を請願した(4)。彼はほかに聖堂区司祭職と施療院の

院長職とを占有しており，また新聖職禄の年収額が30ポンドであることを申

告している(5)。最後の斜体字の文言は，請願が受理されて追認令状が交付さ

れたことの追記である(6)。

請願②の請願者は，上記の通り司教へンリである(7)。ウィリアムCは，こ

の請願でも言及されている。彼がボインディの参事会員聖職禄を返上したこ

とによって，司教が甥ジョージを後継者に任命した。ジョージはそれを占有

してすでに 6年に及んでいる(8)。その任命に関して司教から追認の請願が

あった(9)。前任者ウィリアムCが、教皇家政構成員'であることを根拠とし

て，司教による任命の適法性に関して、疑惑がもたれた'ということである

QO)。疑惑はおそらく任命者としての司教あるいは現占有者ジョージの側から

提起されたものであろう。このばあいもやはり，第三者からの疑惑とはおも

われない。『対教皇請願簿』からの引用は以上に留めるが，これらもまた疑

惑=追認手続きの一端を例証している。しかも、教皇家政構成員汐の身分に言

及しているものとしては，ほかに類例がない2)。

2 )これらの請願はいずれも対立教皇ベネディクトゥスl3世から追認され，令状はスペ

インのペニスコラ騎士修道会の要塞つまり同教皇の拠点で発給されている。前者の発給日

は，在位18年目の 10月1日の 15日前 (1412年9月17日)であり，後者は在位20年目の

12月1日の 10日前 (1413年11月22日)である。なお彼の在位年は 1394年9月28日か

ら起算される。

[ 5 ]“(1) To the official of Whitehern [Whitehern， ScotlandJ (2) Man-

date， on petition of David， king of Scotland， on behalf of his secretary， 

Duncan Petit， of Glasgow， to confirm to the said Duncan--・…thearch-

deaconry of Whitehern， (3) void by the death of Patrick Macdonel， (4) 

ρrovided that the said Patrickωαs not a member 01 the ρゅalhousehold. 

(5) Duncan， having obtained it by provision of Adam， bishop of vi庁lIte-
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hern， doubts whether it was not reserved to the pope (1369)"一一Letters，

IV，82. 

この令状は受益者夕、ンカン本人ではなくて，フウィトホーン司教座の首席判

事の宛名になっている(1)。令状は，国王デイヴィドからの請願に基づいて発

給された。国王秘書官ダンカンがフウィトホーン司教補佐職を占有すること

について，その追認を指示している(2)。この事例では教皇自身が追認せず，

現地の首席判事に追認させる形式になっている。司教補佐職の前任者はパト

リクであり，その死亡によって司教アダムがダンカンを後継者に任命した(3)

(5)。疑惑は，このばあいにも受益者ダンカン本人から提起されている。やは

り安全のための追認申請であろう。

問題は， (4)すなわち前提条件の記載である。人名を別とすれば前節の引用

[14]にもこれと完全に同じ文言があった。追認の条件は，前任者が、教皇家

政構成員汐でなかったことである。この条件は何を意味するか，あるいはそ

の条件から何が知られるか。上記の通り本節の課題は，まさにそれを検討す

ることにある。

なお、疑わしい留保'は，令状の文言によって 2種類に，すなわち前提条

件の文言を含むか否かで2種類に大別される。上記の[1]から[3 ]まで

の引用には，その文言が欠けていた。それに対して[5 ]以降は，すべてそ

の文言を含んで、いる。しかもその条件としては，例外なく、教皇家政構成員'

であったか否かが間われ，ほかの身分や資格要件を問う事例が皆無であっ

た。何故か。理由は不明であるが，ここではとりあえずその事実だけを指摘

しておきたい。

[ 6 ]“To John Wylioth......Grant to hold......his canonry of London and 

prebend of Ruggemere [Rugmere] in the same..... .which he obtained 

during the l扮time01 Urban V (1362-70)， on their voidance by the death 

of J ohn de Schingham， under a provision made to him by that pope of 

a canonry of London with expectation of a prebend. J. [Wylioth] 

doubts whether his prebend of Ruggemere was not， at the time of his 

accepting it， specially reserved to the pope. / The grant is subject to 
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the usual condition that J. de Schingham was not a member of the papal 

household (1371)"一一Ibid.，p. 162.、

この令状の、grant"は，ほかの令状の、confirmation"と同義であろう。ジョ

ンWはロンドン司教座で現に参事会員聖職禄を占有しており，その占有権に

関して追認を受けた。聖職禄の前任者はジョンSであり，その死亡に伴って

ジョンWが前教皇から後任者に直任されている。ジョンWは以前からロンド

ン司教座の参事会員候補者として指名されていたが，いわば空席予約の状態

にあった。これを時間の順序に置き換えるならば，空席予約→前任者死亡→

後任者直任→追認申請→追認となろう。

疑惑は，ジョンW自身から提起されている。安全のための追認申請であろ

う。このばあいもまた故ジョンSが、教皇家政構成員'で、なかったことを条

件として，追認がなされた。ここでは斜線以下の条件に、通常のグという形

容調が付記されていることに注目しておきたい九

3幻)①

m巴mb巴釘r0ぱft出h巴papl household (1372幻)"-一一Ib仇idι.，p.17η2. ②“The confirmation is to be 
subject to the condition that William was not a member of the papal household (1372)" 

一一Ibid.，p.174. ここに2例だけを引用したが，前提条件広、通常のかという形容詞が付

記されていないこともある。しかしその形容詞の有無が意味を左右するとはおもわれな

い。またこの 2例における斜体字の文言の相違も，意味の相違を示すものではなかろう o

Cf. also pp. 173， 187， 189， 195， 213， 222b， 226. 

[7]①“……Richard now doubting whether they were not reserved to 

the pope， or lapsed by the statutes of the [Fourth General] Lateran 

Council. The confirmation is subject to the condition that.…一(1372)"

一一Ibid.，p. 173. ②“……[AndrewJ doubts (1) whether it was not 

reserved to the pope， or (2) whether it was not void by the unlawful 

possession of one of his predecessors， or (3) by the constitution of John 

XII， beginning Execrabilis， (4) or in some other way than in that stated， 

or (5) whether it was not lapsed to the pope by the statutes of the 

[Fourth General] Lateran Council......The Confirmation is subject to 
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the usual condition that Brice was not a member of the papal hOllsehold 

(1375)"一…Ibi，ムp.207.Cf. also pp.175， 177， 180， 181， 185…88， 190， 194， 

197， 198， 207， 208， 212， 222， 224， 226. 

ヲi摺は，いわゆる、疑惑かの文言以下だけに猿定した。令状①では，ま

繍の盤職禄が教主義の裁議権のもとに皆保されていたか否かが問われた。また

4ラテラーノ公会議の教皇令によって，その想戦擦が教皇のもとに帰属し

ていたか否かも関われている。一方の令状舎では，(1)および訟の2項目が令

状舎と共通しており，ほかにも点検項詩が追拐されている。まず壁代占有者

のうちに不法占有者が存在したか喜子かが問われた{説。またヨハネス 22

クセクラ…ビリス//4}の親ま誌に抵触していたか苔か(3)，さらに開教

議令以外の規定にまま触していたか苔か泌の点検も襲請されている。援するに

この受益者は， 5噴自にわたって点検・確認を求めたことになる。

りこの教主義令については，いずれ別績で検討したい。

なお、通常の汐という形容詞は，@の末思にも付記されている九 ζのばあ

いにも追認は，前使者がホ教泉家政構成員'でないことを前護条件としてい

た。しかもそれが、通常のグ条件であるといわれるのは，この条件ぞれ自体

が当時の法欝行において異例ではなしまぢにー較的条件・合規髄的条件と

されていたからではないか。

5)岱“……withthe us磁 f‘anteferri'c1ause as against all， except c創設inalsand 

memb邑rsof th母pope'shousehold，合xp坦ctingsimilar benむfic日s(1399)"一一乙etteグ5，V， 

185. Cf. also p.ぬO. ②“Mandat記， with the usuat 'antef在rri'c1旦use，to collatξand 

assign to AugustinεMacbradaich......priest， procurator of 1号tt記τsof the papal peniterト

ti呈1ち(， the archdeaconry of Elphin......(1404)"一一Ibid.，p. 580. これら 2例における、ア

ンデブエリー条項'とは争議会善計こ対する優先機の条項であろう。 φの事例2こそくしてい
えば，枢機類n・教主義家庭党構成員を那としマどほかのすべての競合穏に対する緩先機であろ
うo この条項は本意告の前出注1)のお③にも見受けられるが，言者出の事例においては、逮

字詰のρという形務認が欠けていた。しかしこの条項もまたその形容認の有無にかかまコらず，

おそらく当時の法滋行においてホ巡殺の'条項℃あろう。同種の優先権については，前節

でもl.itli，;t文脈において言及している。
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さらに2件の令状を引用しよう。これら 2件はいずれも泳教義礼拝所司祭グ

とホ教皇家政構成員グとの双方に

の点、においてとりわけ重要でトある O

しており，本範の課題からすれば，そ

[8] “To John Martin， rector of Tenby， in the diocese of 8t Davids. 

Confirmation to him......of the above church [of Tenby]， which he 

obtained by provision of the present pope on its voidance by the death 

at the Roman court of John Parchemin， and which had been previously 

reserved to the pope. / The confirmation is made notwithstanding that 

J ohn [ParcheminJ was a μρal chaPlain， of which no mention was made 

in the letters of pr・ovision;provided that he was not otherwise a member 

of the papal household (1375)"一一- Letters， IV， 213. 

ジョン主主はすでにテンピの盟賞広司祭職を占有しており，この令状によって

その占有権を過龍谷れた。前{王者はジョン?であり，ローマ聖庁内で死亡し

ている。この司祭識は，聖庁内死な殺に関する後述の規定からして教議のも

とに閣保されていた。

この事部では，教皇が教議習保の聖職探に関して重任権者旨行使したので

あって，そのこと告体に い。しかしこの令状はほかの爵種の令状

と異なって，いわゆる、疑惑かに関する努示的な欝及を欠いている。前任者

ジ双ンPは、礼拝所司祭'であったが，その事実は後任者ジョンMの渡妊令

れていなかったという。直使令状は，蔀在者の身分を承知のよで

発絵されたか否か。文部によれぜ，ジョン誌はその点に闘して疑惑=追認の令

状発給を昨1摘したことになっている O

結果としては，読校者の可し持月号育祭'の身分が後{壬者ジョンMの占有謎

とって支欝になっていなし、ではこの事例においても，前任者がホ家政

構成員'であれば追認が不苛になろうかα 家政構成員と盤庁内死亡者とでは，

手続きが奥なるということか。あるいは懇庁内死亡者として娃醸したことの

適否の確認そ求めたものか。いずれせよ‘礼拝所司祭'であったこと自体は，

追認の支簿になっていない。

なおこの令状では令官1econfirmation is made'"…provided that... 
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と書かれているが，これはほかの令状における、、Theconfirmation is subject 

to the [usual] condition that...…汐あるいは、Theconfirmation is to be 

subject to the [usual] condition that.…"という文言と基本的に同義であ

ろう。ラテン語原文でどのように書かれていたか。その点については，筆者

に確認の術がない。

[ 9 ]“To the dean of Dunkeld. Mandate'" '" to confirm to Thomas de 

Cardeny......his canonry of Dunkeld and prebend of Forworth， which he 

obtained by provision of bishop Michael [de Monymusk] upon the 

resignation of David Marre， and now doubts whether they were not 

reserved to the pope， David having been at the time， as is asserted， a 

μμ1 chaρlain. / The confirmation is to be subject to the condition 

that David was not otherwise a member of the papal household (1376)" 

Ibid.， p. 226. 

この令状は夕、ンケJレド司教座参事会長に宛てたもので， トマスの参事会員聖

職禄に関してその占有権の追認を指示している。これは教皇自身の追認では

なくて，現地関係者に追認を指示する形式になっており，その点で引用[5 ] 

と共通している6)。

6 )追認にはたとえば [8]のように、'Confirmatin'"…グの形式があり，またこの[9 ] 

のように、Mandate'…..to confirm"の形式もある。双方にどのような相違があるか。「教

皇令状簿』第4巻で見る限り，教皇自身の直任の追認にはすべて前者の形式がとられる。

しかし前者は教皇直任に限定されず，教皇以外からの取得占有権にもわずかながら確認さ

れる。たとえば[1 ]①②や [3]a:②がそれに相当する。ほかにCf.Ibid.， pp. 173， 177， 

185，187，190，222，224. それに対して後者は，もっぱら教皇以外からの取得占有権に限定

されている。Cf.Ibid.， pp.174， 175， 180， 186.88， 194， 197， 212， 222. 前者の形式が教皇直

任以外にも及んでいるのは何故か。理由は不明である。

この占有権それ自体は，夕、ンケ/レド司教マイケノレから取得したものであ

る。しかし一方では，前任者デイヴィドが辞任の時点において、教皇礼拝所

司祭汐であったという指摘がなされている。そこでトマスは上記のジョンM

と同様に，その点に関して疑惑=追認の令状発給を申請した。
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トマスは，ジョンMと同様に追認を受けた。このばあいもまた問われたの

は前任者が、家政構成員汐であったか否かで、あって，彼が、礼拝所司祭。で

あったことは追認の支障になっていない。

では以上の検証結果について，どのような総括が可能か。その総括に先

だって，空席の聖職禄に関する、教皇の留保権かなるものについて反復して

おこう。

[参考ー 1] RESERVATION OF BENEFICES VOID 

(1) by death at or within two day's journey of the aposto1ic see (Roman 

court) 

(2) by resignation to the pope or at the apostolic see 

(3) by death of members of the papal court 

(cardinals， papal chaplains， collectors， abbreviators， writers etc.) 

(4) by resignation of members of the papal court 

(5) by deprivation by papal authority 

(6) by deprivation 争'50facto 

a) for schism b) under the constitution of Execrabili5 

(7) by promotion to the episcopate etc.， or obtaining another benefice， by 

papal authority 

以上7項目の典拠は『教皇令状簿』第4巻以降の事項索引であり，各巻の

記載に疎密の差異があるので，それらを勘案しながら集約した。

第3項ならびに第4項の、教皇聖庁構成員汐とは，第3項の( )内の付

記にある通り，枢機卿・礼拝所司祭・徴収官・抄録官・清書官などを含むも

のとされている。

引用[2 ]の前任者ノてートランドは，聖庁財務院の徴収官であった。つま

り聖庁構成員である。このばあいは、聖庁構成員の辞任グによって空席が出

現したもので，第4項に該当する。また[8 ]の前任者ジョン Pはローマ聖
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庁内で死亡しており，その聖職禄は第 1項によって教皇のもとに留保され

た。しかしこのばあいは，上記の通り教皇が教皇留保の聖職禄に直任権を行

f吏したのであって，その点においてはまったく問題がなかった。ほかにジョ

ンPが、教皇礼拝所司祭グでもあったとすれば，第3項すなわち、聖庁構成

員の死亡汐にも該当するはずである。第3項の付記からすれば，そのように

考えざるをえない。

問題点は[9 ]の前任者デイヴィドについても同様で、ある。彼もまた、教

皇礼拝所司祭グであったとすれば，彼にも、聖庁構成員の辞任汐つまり第3

項が適用されるはずである。しかし[9 ]では，第3項が適用されていない。

何故か。この疑問を解明するには，これと類似の事例があまりにも乏しい。

従ってここでは，あくまでも当面の所見として推定を述べるに留めざるをえ

ない。

『教会法事典』の用語法を第3節冒頭の引用にそくして図解の形で再確認し

ょう。

[参考-2 ] 

教皇直属官僚----，-一宮廷構成員----，-一礼拝所司祭(カペラーヌス)

L--家政構成員(ファミリアーリス)

」聖庁構成員(クーリアーリス)

この図解によればカペラーヌスはもっぱら、宮廷かの所属であって，上記

の[参考-1 ]の第3項や第4項つまり、聖庁'の構成員に関する規定には

抵触しない。しかし第3項に付記した通り，カペラーヌスはまぎれもなく、聖

庁。の構成員にも含まれることがある。従ってカペラーヌスは，少なくとも

次の 2類に区分すべきであろう。

第 1類は，宮廷にのみ所属するものである。第2類は，宮廷所属のままで

聖庁の実務を担当し，そのことによって同時に聖庁の構成員にもなろう。こ

の推定を加味すれば，次の[参考-3 ]がえられる。
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[参考-3 ] 

教皇直属官僚ーァ一宮廷構成員一γ一礼拝所司祭(カペラーヌス)

く第1類・第2類に区分される〉

L-家政構成員(ファミリアーリス)

」聖庁構成員(クーリアーリス)

く第2類のカペラーヌスを含む〉

本稿第3節の[第4表]では，クーりアーリス中のカペラーヌスとして 31

名が計上されていた。これはまさに第2類のカペラーヌスであろう。では第

1類のカペラーヌスとは，どのような性格のものか。次の 2件の令状は，い

ずれも『教皇令状簿』の同じ第4巻からの引用である。

[白10凶]①

William Gr陀en叫1吐law，archdeacon of St Andrews，ρapal chaPlain and nun-

cio， who is coming to Scotland as collector (1373)"一一Ibid.，p. 129. ② 

“[DE CAPELLANATU HONORISJ To Master William Bachelor， 

rector of Halesworth， in the diocese of N orwich. The like [Conferring 

upon him the dignity ofρapal chaρla仇J(1395)"一一Ibid吋 p.529.

令状①のウィリアムGは単にカペラーヌスであるのみならず，教皇使節であ

り聖庁財務院の徴収官である。従って彼は，まぎれもなく第2類のカペラー

ヌスである。

それに対して令状②のウィリアムBには，カペラーヌスの称号授与が知ら

れるだけで聖庁構成員の身分が確認されない。しかもこの令状は， [ J内の

見出しのもとにほかの類似の令状と一括されている。見出しの意味は、名誉

称号としての礼拝所司祭職についてかということであろう。要するにウィリ

アムBにおけるカペラーヌスの称号は，名誉称号であった。

ではウィリアムBのような、教皇礼拝所‘名誉'司祭かは，第1類のカペラー

ヌスであるか。あるいは第1類でもなくて，第3類と考えるべきか。その点

の確認は筆者自身の今後の課題であるが，史料の記載状況からすれば，すべ

てのカペラーヌスについて類別の確認が可能であるとはいえない。
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令状①のウィリアムGには徴収官という官職が併記されており，そのこと

によって第2類であることが判明した。仮に徴収官であってもその情報がな

くては，第1類か第2類かの判定が不可能になる。いいかえると第2類なる

ものは，聖庁内の官職が明記されているものに限って確認される。ともあれ

以上の考察から，カペラーヌスに関しては，少なくとも 2種類あるいは 3種

類の区分を想定しておく必要があろう。

* * * * * 

本節はファミリアーリスの検証から始まって，最後にカペラーヌスの類別

にまで及んだ、。本節の所見は次の4点に要約しうる。

O 第1点 『教皇令状簿』の事項索引では，従って[参考-1]では，第

3項および第4項においてクーリアーリスの聖職禄に関する教皇の留保権に

言及されていた。しかしこれまでに検証の通り，ファミリアーリスの聖職禄

もまた死亡あるいは辞任後に留保の対象になった。いいかえるとその点に関

しては，クーリアーリスとファミリアーリスとの聞にまったく相違がない。

従って[参考 1 ]には，ファミリアーリスの死亡・辞任に関する項目をも

追加すべきであろう。逆に w教皇令状簿』の事項索引ではその項目が欠けて

いることに留意しなくてはならない。

O 第2点令状の文面だけからすれば，同じ、宮廷グの構成員でもカペ

ラーヌスとファミリアーリスとの聞には，留保権の適用に関して明確な相違

があるような印象を受ける。しかしカペラーヌスについては，少なくとも 2

種類あるいは 3種類の区分を想定する必要がある。上記の第2類すなわち同

時に、聖庁。の構成員でもあるものには，まさにそのことだけでも教皇の留

保権が及ぶはずである。

O 第3点 では、宮廷グだけに所続して、聖庁。とは無縁のカペラーヌ

ス，つまり上記の第1類のカペラーヌスは，果たして教皇留保権の適用対象

から除外されていたか。第1類もまた，ファミリアーリスと並んで、宮廷か

の構成員であることに変わりがない。従って彼ら第1類のカペラーヌスだけ



北大文学部紀要

が留保権の適用対象から除外されたとは考えがたい。これは所見というより

もむしろ推定であり，筆者にとっては今後の検討課題である。なおこの第3

点の推定が正しければ，カペラーヌスは仮に第1類であっても，そのこと自

体からして留保権の対象になろう。

O 第4点 引用[8 Jならびに[9 Jにおけるカペラーヌスは，上記の

通り第2類ではありない。では、聖庁グとは無関係の第一類か。彼らには一

方の、宮廷汐への専属を示唆する情報も欠けているので，その可能性も希薄

ではないか。残る可能性としては、富廷かとすら無関係のいわば第3類であ

ろうか。筆者としては彼らが留保権の適用対象から除外されていることから

して， とりあえず第3類の可能性，すなわち、名誉カペラーヌスグの可能性

を示唆しておきたい。なおその点を本格的に検証するためには，類似の情報

を r教皇令状簿」以外に求めざるをえない。『教皇令状簿』からは，令状の事

例がわずかにこの [8J[9Jの2件しか発見されなかった。

〈おわりに〉

本稿は表題に明記の通り，前稿(上・中・下)の、追補。である。それは

教皇官僚に関する史料情報の検証という点でも，また主要な情報源が『教皇

令状簿』であるという点でも，まさに前稿の追加補足であった。教皇官僚関

係の史料検証は，この追加補足をもって当初予定の作業をすべて終えたこと

になる。

検討対象4項目のうちで、教皇侍祭'、教皇副助祭グおよび、教皇聖庁構成

員グには，それぞれ1節を充当した。最後の、教皇家政構成員かについては

第4節・第5節の 2節を充て，その結果として史料所見の要約も 2節に分か

れた。

第5節では空席の聖職禄に関する、教皇留保権グ関連の史料を検討し，そ

の関連の所見を要約した。しかも第5節での検討は、教皇家政構成員グだけ

に留まらず，最後には、教皇礼拝所司祭グにも及んだ、。両者はいずれも、宮

廷かの構成員であることからして，いわば当然の帰結であろう。家政構成員
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の性格検証は，礼拝所司祭との共通点・相違点の検証にまで及んで当然であ

る。

同様に礼拝所司祭の性格検証も，いずれは家政構成員との共通点・相違点

の検証にまで及ばなくてはならない。本稿では家政構成員をとりわけ重視

し，その検証に 2節を充当した。それは今後における筆者自身の課題，すな

わち礼拝所司祭の性格検証への架橋を意図したからにほかならない。

* 

本稿各節の課題は，それぞれの性格によって次の 2系列に区分しうる。

(1)第1節:教皇侍祭一一第2節:教皇副助祭

(2)第3節:教皇聖庁構成員一一第4節:教皇家政構成員(第5節:同上)

第1節・第2節の対象は，いずれも品級の名称を含んでいる点において共

通していた。それに対して第3節・第4節(および第5節)は，いずれも、構

成員'を扱っている点でやはり共通している。因みに上記の、教皇礼拝所司

祭。も，その実態においてはまさに、教皇礼拝所構成員グにほかならない。

筆者はすでに前稿の末尾において，教皇官僚に関する一連の呼称を総称と

特称とに区分した。その区分によれば，抄録官・清書官・起草官・徴収官・

秘書官などは役職特定の呼称つまり特称と見なしうる。それに対して聖庁構

成員・家政構成員は，多様な役職を包括する点において総称であり，礼拝所

司祭も同様である。また教皇侍祭はその身分のままで抄録官・清書官・起草

宮などの実務を担当することがあり，教皇副助祭もやはりその身分のままで

清書官・聴取判事・財務院書記・徴収官・起草官・清書官などの多様な役職

を帯びている。その意味では，教皇侍祭も教皇副助祭もいわば総称である。

しかしこれらは，聖庁構成員・家政構成員・礼拝所司祭との関係においては

特称であるともいえよう。要するに総称・特称の区分は多分に相対的であり，

そのこともすでに再三指摘の通りである。

ではこの両系列の聞には，どのような関係があるか。またその関係からど

のような事実が判明するか。第5節までの情報の一部を再確認しよう。
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f.A) w教会法事典」の補正(第5節[参考 3 J) 

教皇直属官僚-----，一宮廷構成員一寸一礼拝所司祭(カペラーヌス)

く第1類・第2類に区分される〉

L-家政構成員(ファミリアーリス)

」聖庁構成員(クーリアーリス)

く第2類のカペラーヌスを含む〉

第5節では『教会法事典』の記載をまず[参考 2 ]として図解し，その

上でその一部を補正した。この[参考 3 ]がその補正結果であり，補正事

項はく 〉内に記載されている。第1類・第2類とは，もっぱら説明の便宜

のための区分であった。聖庁構成員でもあるものを，便宜的に第2類と呼ん

だまでのことである。

r教会法事典』の大項目は，それ自体がなるほど相当量の情報を含んでい

る。しかしある程度の単純化は事典の宿命であって，これに完全を期待すべ

きではない。このばあいも同様である。礼拝所司祭がく第l類・第2類に区

分される〉ことにせよ，また聖庁構成員がく第2類のカペラーヌスを含む〉

ことにせよ，その補正は『教会法事典』以外からの情報，すなわち次の(B)の

情報を加味したものである。

(同『教皇令状簿』索引の記載(第5節[参考 1 ]の一部)

教皇‘聖庁'構成員に含まれるもの

枢機卿・教皇礼拝所司祭*・徴収官*・抄録官*・清書官など

まず最初の枢機卿に注目しよう。枢機卿は，聖庁構成員に含まれるとい

う。しかし次の(C)では枢機卿に言及されず，大司教・司教も見当らない。こ

れらが家政構成員には含まれないということか九またこの索引では礼拝所

司祭が聖庁構成員の例示に含まれており，いわゆる第2類の礼拝所司祭の存

在が示唆されていた。なお礼拝所司祭などの*印は，次の(οと重複するもの

を示す。
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1 ) “・・…th巴canonry，prebend， and precentorship of Moray.…. 'void by the death of 
J ohn de Spineto， papal writer， who obtained them when member 01 the household 01 
John， [cardinaJ] bishop of Sabina......(1417)"-Petitions，!， 607 これは『対教皇請

願簿』からの引用である。前稿(上)の第1節[第1表]では，この清書官ジョンを教皇

家政構成員の事例と見なした。これは筆者の不注意によるもので，ジョンは問題の聖職禄

を取得する時点において，枢機卿ジョンの家政構成員であった。いずれにせよ枢機卿や大

司教・司教ともなれば，それぞれに独自の家政構成員をもっ。枢機卿は独自の家政をもち

ながら，聖庁との関係ではその構成員になりうるということか。

に) W教皇令状簿』第12巻の脚注の記載(第1節引用[6 ]②) 

教皇家政'構成員に含まれるもの

聖庁財務院官僚・教皇副助祭・教皇侍祭・教皇礼拝所司祭*・秘書官・

教皇記録簿管理官・徴収官*・抄録官*など

この情報からは，まず礼拝所司祭・徴収官・抄録官が重複していることを

確認しておきたい。しかも、抄録官などかというからには，重複は清書官に

も及んでいたものと推定される。抄録官と清書官とは類似の職種であり，双

方の兼任者・歴任者が少なくない。また聖庁財務院の官僚officersof the 

papal ‘Camera'とはまさに総称であろうが，彼らも当然のことながら聖庁構

成員であろう。

教皇記録簿管理官 mastersof the registersについても同様である。教皇

の記録簿は，基本的に聖庁尚書院の所管である。従って彼らもまた，当然の

こととして聖庁構成員であろう。逆にいえば彼らは職務の上で聖庁に勤務す

るが，同時に家政構成員でもあったというべきか。

教皇侍祭・教皇副助祭にしても聖庁関係の実務を担当する事例があり，そ

のばあいには同時に聖庁構成員でもあろう。たとえば第1節の引用[2 ]③ 

のギルパートについては，現に教皇侍祭と聖庁構成員とが併記されていた。

また第1節[第1表]の集計には 2名の抄録官が記載されている。抄録官

は(B)・(C)の双方に含まれることからして，この 2名の教皇侍祭は家政・聖庁

の双方の構成員であろう。
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教皇副助祭についても同様である。第2節[第2表]の集計には，抄録官

1名，聖庁財務院書記2名，徴収官1名のほかに清書官2名が記載されてい

る。いいかえると教皇副助祭もまた聖庁構成員でありえた。教皇侍祭や教皇

副助祭が家政構成員であるということは，排他的に家政だけに所属すること

を意味しない。

同じ[第2表]の集計によれば，教皇副助祭のうちで実に 46名が教皇礼拝

所司祭であった。これは起草官の8名や使節の 5名と比較してまさに突出し

て多い。上記の通り教皇副助祭は単に家政のみならず，同時に聖庁の構成員

でもありえた。しかもそれだけに留まらず，彼らは礼拝所の構成員ですらあ

りえた。

第2節引用 [10Jのビンセントは，礼拝所司祭であることによって礼拝所

の構成員であり，教皇副助祭であることによって家政構成員でありえた。彼

はまた聖庁財務院の徴収官であることによって聖庁構成員であった。

以上の所見を集約すれば，最終的に次の[参考-4 Jがえられる。

[参考-4] ([参考-3 ]の補正)

教皇直属官僚 宮廷構成員一寸一礼拝所司祭(カペラーヌス)

| く家政構成員・聖庁構成員を含む〉

」一家政構成員(ファミリアーリス)

く礼拝所司祭・聖庁構成員を含む〉

聖庁構成員(クーリアーリス)

く礼拝所司祭・家政構成員を含む〉

これは結果として最初の[参考 2 Jに戻ったことになる。< >内の付記

は，筆者にとって今回の検証の結果として確認されたことである。しかしこ

れらの付記をすべて自明のこととして省略すれば，まさに[参考-2 Jその

ものに戻る。いいかえると『教会法事典』の中AMILIERSDU P APE"の

項目担当者にとって，このような事実は自明のことであって，あえて付記す

るまでもなかったということか。
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『教会法事典』は宮廷と聖庁とが機関として分化していることを，また礼拝

所と家政とが宮廷の下部機関として分化していることを述べている。あるい

は機関としての分化だけしか述べていないというべきか。これまでに判明し

たところでは，このような機関の分化がそれぞれの機関構成員の専属化・固

定化を意味しない。

これを比轍的にいうならば，大蔵事務官は大蔵省所属に限定されず，同時

に法務事務官や外務事務官でもありえた。上記のビンセントなどは特定省庁

の任務に固定されず，いわば場当り的にどのような省庁の任務にも起用され

えた。当時の教皇官僚の実態は，まさにそのようなものとして理解すべきで

あろう。

筆者はかつて一連の論稿において、king'sclerks" と呼ばれる国王直属の

聖職者官僚を扱った九彼らは全体として身分あるいは階層を形成し， G. P. 

カティノウの評言によれば、練達のタレントの予備軍かであった九国王は必

要に応じてその予備軍の中から適材を選択して起用し，その任務が終了すれ

ばまた予備軍に戻って次の起用を待つ。しかもその役職は必ずしも特定分野

に専門化することなし同一人が多様な役職を兼任しあるいは歴任すること

がある。

2) ，、King'sclerks" に関する二つの試論」北海道大学文学部『人文科学論集~ 9 

(1972); ，中世イギリスの中央行政機関における King'sclerksJ堀米庸三編『西洋中世世

界の展開』東京大学出版会 (1973); ，、King'sclerks"の下限考 、King'sservants" 

考(序)J W人文科学論集~ 20 (1984)。

3) George Peddy Cuttino，“King's Clerks and the Community of the Realm，" 

SPECULUM， XXIX， 1954， pp. 396f 

前近代の官僚制においては，省庁間の分化が不明確であり，また官僚の専

門化が不徹底であった。それはっとにマクス=ウェーパが指摘するところで

あり，ほぽ常識に属する。上記の、練達のタレントの予備軍汐とは，中世イ

ギリスの聖職者官僚についていわれたものである。教皇官僚についてもやは

り、練達のタレントの予備軍かがあり，教皇はその中から任意に適材を選択

し起用したといえないか。
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国王官僚と教皇官僚との双方に，基本的に共通の性格が見られた。さらに

的確にいえば，国王の官僚機構は教皇の官僚機構の模倣あるいは縮小模型で

あったというべきか。前稿・本稿の史料検証を通じてそのような印象を禁じ

えない。

以上
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[付記]

本年度の『史学雑誌』第5号は，本稿の初校を終えた直後に到着した。恒

例の「回顧と展望」でトは，慶応義塾大学の吉武憲司氏が「中世ーイギリス」

を担当されている。同氏は，その中で拙稿2点のためにまさに過分の行数を

さいてくださった。このような厚遇は昨年に続くものであり，昨年は東京大

学の城戸毅氏からやはり過分の行数配当をいただ、いている。ここではまず，

拙稿に対する城戸氏ならびに吉武氏の懇切な解題と率直な批判とに対して深

甚な謝意を申し上げたい。

城戸氏からは，拙稿が、データと研究史の突き合わせかに十分な配慮を欠

いているという指摘があり，とりわけその点において苦言を寄せられていた。

具体的にいえば複数聖職禄の、兼任'の実態を検証しながら，欧米の先学た

とえばGeoffreyBarracloughのPaρalProvisions COxford， 1935)への論

評を欠いているという苦言がそれである。

このたびはまた吉武氏から，基本的に同主旨の疑義が提起された。要する

に筆者の提示した一連の、データが研究史のなかでどのような意味を持つも

のなのか，また少なくともこのテーマに関して欧米でどのような研究の蓄積

があるのかρその点の解説が欠けていることへの苦言である。具体的には、教

皇官僚グに関して， R. L. Poole， Lectures on the History 01 the Rゅd

Chancery CCambridge， 1915)以来の、膨大な蓄積グが顧慮されていないと

いう批判であった。

パラクラフに言及しなかったのは事実であるが，それはこの先学の業績を

無視したからではない。仮に拙稿が、教皇直任'を扱ったものであれば，パ

ラクラフの業績には当然のことながら最大限に注目したはずである。あるい

は筆者自身の役割をその祖述者に限定することも可能であった。しかし拙稿

は，アルキディアーコヌス(司教補佐)なるものをその役職の、占有者'の

実態から検証したものであり，筆者にとって必要な情報はパラクラフに期待

すべくもなかった。

プール以来の、膨大な蓄積'に言及されていないことにも，やはり基本的
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に同様の事情がある。仮に拙稿が教皇庁の、機構汐の素描を意図するもので

あれば，いわゆる、膨大な蓄積汐の要点を祖述するだけで足りたであろう。

しかし筆者の関心は多様な役職の呼称を単に概説の水準で理解するだけに留

まらず，それぞれの役職の実態を役職、占有者'の個別検証によって見届け

ることにあった。

では欧米の先学の業績を完全に無視したか。筆者の関心にまだしも近いも

のとして，また比較的最近の著作としては，たとえば PeterParter， The 

POρe's Men， the ραρα1 civil service in the Renaissance (Oxford， 1990) カま

ある。これは表題に明記の通り，教皇の世俗行政の多様な役職についてそれ

ぞれの、占有者グの個別検証の成果を含んでいる。筆者の関心にまだしも近

いというのはまさにそのことであり，従って拙稿では官頭でもまた本文でも

再三にわたってこれに言及した。しかしパートナの近著にせよ，筆者自身の

疑問の全体からすればほんの一部について教示してくれたに過ぎない。この

近著は表題の通りルネサンス期を扱ったものであり，同書に掲載の統計表は

いずれも 1417年から 1527年までの 110年聞に限定されている。拙稿はほぼ

270年聞にわたっており，パートナとの重複期間は最後の半世紀だけに過ぎ

ない。要するに筆者の関心対象は部分的にバートナの近著と共通しているだ

けで，吉武氏のいわれる、膨大な蓄積かの範囲からは逸脱していたことにな

る。

城戸氏によれば，アルキディアーコヌスに関する拙稿の後半は大半が、概

説的には既知の事実の例証グであるという。筆者は拙稿の最終節をアルキ

ディアーコヌスの品級の検証に当てた。これを最後に配置したのは何故か。

その品級の確認こそが拙稿執筆の主要な意図であったからにほかならない。

アルキディアーコヌスは，品級においてディアーコヌスつまり助祭であるか。

結論の要点を反復するならば，彼らの大半は品級においてプレスビテルつま

り司祭であった。因みに筆者の手もとの事典類・概説書類では，アルキディ

アーコヌスの品級にまで言及したものがない。要するに彼らの品級は，筆者

にとって、概説的既知グでありえなかった。

事典類・概説書類にその言及がないのは何故か。欧米の先学にとって自明
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であったからか。あるいはあまりにも噴末で，あえて言及するまでもないと

いうことか。仮にそれが欧米の先学にとって自明の、既知。であったとして

も，遺憾ながら事典類・概説書類に明記されることなしその知見が広範に

共有されるに至っていない。従って筆者にとってはまさに、未知'で、あり，

その限りにおいて史料自体からの実態検証が不可避になった。欧米先学の関

心が全般として高次元にあるとすれば，筆者の関心は逆に初歩的次元に留

まっているというべきか。しかし筆者の関心が初歩的であるとすれば，上記

のパートナの関心もまた初歩的であり，その点ではあらためてパートナに親

近感を覚える。

欧米先学にとって既知というのは，拙稿の主要な典拠すなわち『教皇令状

簿』や『対教皇請願簿』が公刊されて久しいからでもあろうか。しかもそれ

らの刊本では，令状や請願書のラテン語の原文がすべて現代英語に翻訳され

ている。『開封勅許状簿』や『密封勅許状簿」も，初期の一部を別として大半

が現代英語で公刊されてきた。アルキディアーコヌスの大半が品級において

司祭であるという程度のことは，キリスト教文化圏の識者にはあえて『教皇

令状簿』を精読するまでもなく自明の、既知グであったかも知れない。しか

し異教文化圏の筆者にとっては，その程度の事実を知るためにも彼らの品級

情報を『教皇令状簿』から全件数にわたって抽出し判読しなくてはならなかっ

た。

ところでこれらの刊本史料集については，いわば、断片抽出的利用法かが

欧米の先学の通例である。悪しざまにいえば，情報の場当り的な、つまみ食

いかがそれである。そのことは，拙稿「司教補佐の代行者委任」の末尾でも

指摘した。欧米の先学は，これら刊本にその程度の価値しか認めていないと

いうことか。しかし筆者はかねてからこれらの別な価値に注目し，その、体

系的利用法グの試行を続げてきた。別な価値とは，豊富な情報を体系的・通

時的に集積していることがそれである。従つであれこれの主題に関して，比

較的長期間の通時的追跡が可能になる。欧米の先学が教えてくれないような

初歩的な疑問点については，とりあえずこれら刊本史料集から可能な限り多

くの例証を抽出し，その例証の吟味によって筆者なりの解答をえてきた。
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これまマ一連の語講と こむたびの、同時両属'の検証でも欧米先

学の、膨大な著書襲'への言及が少なし大半は霊祭者自身の史料所見になって

いる。歌米先学への音及が少ないのは，欧米の学界動詞への無関ゃによるも

のではない。筆者はかつてロンドン盟マルティヌス大製設に関して，民社C.

デイヴィスの論文をさな訳し公表した。この論文の存在宅旨知ったのはほかなら

ぬ吉武氏からの鰐教示によるもので，複本の入手はi苛氏の欝記議によっ

能になった。また王立自由干し持所に関しては， J.H.デントンの所説を虚心に

根述しそれを紀綴に掲載したこともある。

欽米お先学への議及が多いか少ないかは，拙稿それぞれの主題による。主

題が欧米学界の動拘に泣いところから盤ばれれば，先学へお言及が多くなる。

あるいは鑑'Uの桓述・紹介が中心になろう o主題が筆者陸身に固有の9J歩的

な疑問に緩悲しているときは，あるいはその艶関岳体が欧米学界の主流から

さく逸脱しているときには，先学への言及が犠少にならざるをえない。異

にいるものとしては，欧米でいえば事典類・概説書類の水準にも及

ば、ないような拐歩的な疑問が続発する。従って筆者自身仇これからも

的な史料新見の情報発揺を続けることになろう G

なお吉武氏は，拙稿の解惑にさ当ってホ教室による司教補佐のf-t行者任命。

と惑かれている。正確にいえば代行者を、在命。ずるのは理教捕性自身であ

仏教皇は奇教捕設からの上申議鱗に暴づいてその校命をホ認可'

要な典拠は f教皇令状襲撃』であり，引用の大半は教皇からの、認可'の令状

であった。吉武氏がこれ授、教室による授命'と読まれたとさ「れば，筆者は

主題合意味の説明というまさに出発点からして完全に失敗したことになる。
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